
 

 

自己点検シート 
 

（居宅介護支援） 

事業所名・施設名（                  ） 
 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

Ⅰ 基本方針 

1  基本方針 ➀ 指定居宅介護支援事業所は、要介護状態
となった場合においても、その利用者が可
能な限りその居宅において、その有する能
力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるように配慮して行っていますか。 

条例 
第 2 条 
第１項 

☐ ☐ ☐   

  ➁ 指定居宅介護支援事業所は、利用者の心
身の状況、その置かれている環境等に応じ
て、利用者の選択に基づき、適切な保健医
療サービス及び福祉サービスが、多様な事
業者から、総合的かつ効率的に提供される
よう配慮していますか。 

第２項 ☐ ☐ ☐   

  ➂ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用
者の立場に立って、利用者に提供される指
定居宅サービス等が特定の種類又は特定の
居宅サービス事業者に不当に偏することの
ないよう公正中立に行っていますか。 

第３項 ☐ ☐ ☐  

  ➃ 事業の運営に当たっては、町、地域包括
支援センター、老人介護支援センター、他
の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防
支援事業者、介護保険施設等との連携に努
めていますか。 

第４項 ☐ ☐ ☐  

  ➄ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のた
め、必要な体制の整備を行うとともに、そ
の従業者に対し、研修を実施する等の措置
を講じていますか。 

第 5 項 ☐ ☐ ☐  

  ※虐待の防止に係る措置は、令和 6年 3 月
31日まで努力義務(令和 6年 4月 1日よ
り義務化)。 

     

  ➅ 居宅介護支援の提供に当たっては、法第
118条の 2第 1項に規定する介護保険等
関連情報その他必要な情報を活用し、適切
かつ有効に行うよう努めていますか。 

第６項 ☐ ☐ ☐  

  ➆ 指定居宅介護支援の提供により事故が発
生しないよう利用者の安全の確保に努めて
いますか。 

第７項 ☐ ☐ ☐  

Ⅱ 人員に関する基準 

2  介護支援専
門員の員数 

① 事業所ごとに常勤の介護支援専門員を１
人以上置いていますか。 

法第８1条第 1 項 

条例第 4条第 1 項 

☐ ☐ ☐   



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※介護支援専門員は、営業時間中は、常に利
用者からの相談等に対応できる体制を整え
ている必要があり、介護支援専門員が事業
所に不在となる場合であっても、管理者、
その他の従業者等を通じ、利用者が適切に
介護支援専門員に連絡が取れる体制として
おく必要があります。 

※常勤とは、当該事業所の従業者の勤務時間
が当該事業所において定められている常勤
の従業者が勤務すべき時間数（32時間を
下回る場合は 32時間を基本とする。）に
達していることをいうものです。 

ただし、育児休業、介護休業等育児又
は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律(平成 3年法律第 76 号)第 23 条第１
項に規定する所定労働時間の短縮措置が
講じられている者については、利用者の
処遇に支障がない体制が事業所として整
っている場合は、例外的に常勤の従業者
が勤務すべき時間を 30時間として取り扱
うことを可能とします。 

同一の事業者によって当該事業所に併
設される事業所の職務であって、当該事
業所の職務と同時並行的に行われること
が差し支えないと考えられるものについ
ては、その勤務時間が常勤の従業者が勤
務すべき時間数に達していれば、常勤の
要件を満たすものであることとします。 

また、同一の事業者によって指定訪問
介護事業所が併設されている場合、指定
訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護
支援事業所の管理者を兼務している者
は、その勤務時間が所定の時間に達して
いれば、常勤要件を満たすこととなりま
す。 
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  ② 介護支援専門員の員数は、利用者の数が
44人又はその端数を増すごとに１人を基
準としていますか。 

条例 
第 4 条 
第２項 

☐ ☐ ☐  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 常勤の介護支援専門員の配置は利用者の
数（当該指定居宅介護支援事業者が介護予
防支援の指定を併せて受け、又は地域包括
支援センターの設置者である指定介護予防
支援事業者から委託を受けて、当該指定居
宅介護支援事業所において指定介護予防支
援を行う場合にあっては、当該事業所にお
ける指定居宅介護支援の利用者の数に当該
事業所における指定介護予防支援の利用者
の数に３分の１を乗じた数を加えた数。）
44人（当該指定居宅介護支援事業所にお
いてケアプランデータ連携システムを活用
し、かつ、事務職員を配置している場合は 
49人）に対して 1人を基準とするもので
あり、利用者の数が 44人（当該指定居宅
介護支援事業所においてケアプランデータ
連携システムを活用し、かつ、事務職員を
配置している場合は 49人）又はその端数
を増すごとに増員することが望ましいで
す。ただし、当該増員に係る介護支援専門
員については非常勤とすることを妨げるも
のではありません。 

     

  ⓷ ②の規定にかかわらず、指定居宅介護支
援事業所が、公益社団法人国民健康保険中
央会（昭和 34年 1月 1日に社団法人国民
健康保険中央会という名称で設立された法
人をいう。）が運用及び管理を行う指定居
宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事
業者等の使用に係る電子計算機と接続され
た居宅サービス計画の情報の共有等のため
の情報処理システムを利用し、かつ、事務
職員を配置している場合における①に規定
する員数の基準は、利用者の数が 49又は
その端数を増すごとに１としていますか。 

条例 
第 4 条 
第 3 項 

☐ ☐ ☐  

  ※ 事務職員の配置については、その勤務形
態は常勤の者でなくても差し支えありませ
ん。また、当該事業所内の配置に限らず、
同一法人内の配置でも認められます。勤務
時間数については特段の定めを設けていま
せんが、当該事業所における業務の実情を
踏まえ、適切な数の人員を配置する必要が
あります。 

     

3  管理者 ➀ 事業所ごとに、常勤の管理者を置いてい
ますか。 

条例 
第５条第１項 

☐ ☐ ☐  

  ➁ 管理者は、主任介護支援専門員となって
いますか。 

第２項 ☐ ☐ ☐  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ なお、以下のような、主任介護支援専門
員の確保が著しく困難である等やむを得な
い理由がある場合については、管理者を介
護支援専門員とする取扱いを可能としま
す。 

 ・本人の死亡、長期療養など健康上の問題
の発生、急な退職や転居等不測の事態によ
り、主任介護支援専門員を管理者とできな
くなってしまった場合であって、主任介護
支援専門員を管理者としてできなくなった
理由と、今後の管理者確保のための計画書
を保険者に届け出た場合。なお、この場
合、管理者を主任介護支援専門員とする要
件の適用を 1年間猶予するとともに、当該
地域に他に居宅介護支援事業所がない場合
など、利用者保護の観点から特に必要と認
められる場合には、保険者の判断により、
この猶予期間を延長することができる。 

 ・特別地域居宅介護支援加算又は中山間地
域等における小規模事業所加算を取得でき
る場合。 
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  令和 9 年 3 月 31 日までの間は、令和
3 年 3 月 31 日時点で主任介護支援専門
員でない者が管理者である居宅介護支援
事業所については、当該管理者が管理者
である限り、管理者を主任介護支援専門
員とする要件の適用を猶予することとし
ているが、指定居宅介護支援事業所にお
ける業務管理や人材育成の取組を促進す
る観点から、経過措置期間の終了を待た
ず、管理者として主任介護支援専門員を
配置することが望ましい。 

 

   

 

  ➂ 管理者は、専従の者となっていますか。 

兼務の内容 

（                ） 

第３項 ☐ ☐ ☐  

  ただし、次の場合は、この限りではあ
りません。 

ア 管理者がその管理する指定居宅介護
支援事業所の介護支援専門員の職務
に従事する場合 

イ 管理者が他の事業所の職務に従事す
る場合（その管理する指定居宅介護
支援事業所の管理に支障がない場合
に限る。） 
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  管理者は、営業時間中は、常に利用者
からの利用申込等に対応できる体制を整
えている必要があるものであり、管理者
が事業所に不在となる場合であっても、
その他の従業者等を通じ、利用者が適切
に管理者に連絡が取れる体制としておく
必要があります。 

 

   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 訪問系サービスの事業所において訪問サ
ービスそのものに従事する従業者と兼務す
る場合（当該訪問系サービス事業所におけ
る勤務時間が極めて限られている場合を除
く。）及び事故発生時や災害発生等の緊急
時において管理者自身が速やかに当該指定
居宅介護支援事業所又は利用者の居宅に駆
け付けることができない体制となっている
場合は管理者の業務に支障があると考えら
れます。また、併設する事業所に原則とし
て常駐する老人介護支援センターの職員、
訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務
は可能と考えられます。なお、介護保険施
設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は
認められません。 

 

   

 

Ⅲ 運営に関する基準 

4  内容及び手
続の説明及
び同意 

 

① 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、
あらかじめ、利用申込者又はその家族に対
し、利用申込者のサービスの選択に資する
と認められる重要事項を記した文書を交付
して説明を行い、指定居宅介護支援の提供
の開始について利用申込者の同意を得てい
ますか。 

条例 
第６条 
第１項 

☐ ☐ ☐  

  ※ サービスの選択に資すると認められる重
要事項を記した文書の内容は、次の項目で
す。 

ア 運営規程の概要 

イ 介護支援専門員の勤務の体制 

ウ 秘密の保持 

エ 事故発生時の対応 

オ 苦情処理の体制 等 

※ 同意は、利用者及び指定居宅介護支援事
業者双方の保護の立場から、書面によって
確認することが望ましいです。 
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  ※ 職員の「員数」は日々変わりうるもので
あるため、業務負担軽減等の観点から、条
例第 6条に規定する重要事項を記した文書
に記載するに当たっては、町条例第 4条に
おいて置くべきとされている員数を満たす
範囲において、「○人以上」と記載するこ
とも差し支えありません。 
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  ② 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、
あらかじめ、居宅サービス計画が条例第２
条２項に規定する基本方針及び利用者の希
望に基づき作成されるものであり、利用者
は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介
するよう求めることができること等につき
説明を行い、理解を得ていますか。 

条例 
第６条 
第 2 項 

☐ ☐ ☐  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  居宅介護支援について利用者の主体的
な参加が重要であり、居宅サービス計画
の作成に当たって利用者から介護支援専
門員に対して複数の指定居宅サービス事
業者等の紹介を求めることや、居宅サー
ビス計画原案に位置付けた指定居宅サー
ビス事業者等の選定理由の説明を求める
ことが可能であること等につき十分説明
を行わなければなりません。 

なお、この内容を利用申込者又はその
家族に説明を行うに当たっては、併せ
て、居宅サービス計画原案に位置付けた
指定居宅サービス事業者等の選定理由の
説明を求めることが可能であることにつ
き説明を行うとともに、理解が得られる
よう、文書の交付に加えて口頭での説明
を懇切丁寧に行うとともに、それを理解
したことについて必ず利用申込者から署
名を得てください。 
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  ③ 前 6月間に当該指定居宅介護支援事業所
において作成された居宅サービス計画の総
数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具
貸与及び地域密着型通所介護（以下この項
において「訪問介護等」という。）がそれ
ぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数
が占める割合、前 6月間に当該指定居宅介
護支援事業所において作成された居宅サー
ビス計画に位置付けられた訪問介護等ごと
の回数のうちに同一の指定居宅サービス事
業者又は指定地域密着型サービス事業者に
よって提供されたものが占める割合等につ
き説明を行い、理解を得ていますか。 

条例 
第６条 
第 2 項 

☐ ☐ ☐  

  前６月間に当該指定居宅介護支援事業
所において作成された居宅サービス計画
の総数のうちに訪問介護等がそれぞれ位
置付けられた居宅サービス計画の数が占
める割合、前６月間に当該指定居宅介護
支援事業所において作成された居宅サー
ビス計画に位置付けられた訪問介護等ご
との回数のうちに同一の指定居宅サービ
ス事業者又は指定地域密着型サービス事
業者によって提供されたものが占める割
合（上位３位まで）等につき十分説明を
行わなければならない。 
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点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  なお、この内容を利用者又はその家族
に説明を行うに当たっては、理解が得ら
れるよう、文書の交付に加えて口頭での
説明を懇切丁寧に行うとともに、それを
理解したことについて必ず利用者から署
名を得なければならない。 

また、前６月間については、毎年度２
回、次の期間における当該事業所におい
て作成された居宅サービス計画を対象と
する。 

① 前期（３月１日から８月末日） 

② 後期（９月１日から２月末日） 

なお、説明については、指定居宅介護
支援の提供の開始に際し行うものとする
が、その際に用いる当該割合等について
は、直近の①もしくは②の期間のものと
する。 

 

   

 

  ④ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、
あらかじめ、利用者又はその家族に対し、
利用者について、病院又は診療所に入院す
る必要が生じた場合には、当該利用者に係
る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該
病院又は診療所に伝えるよう求めています
か。 

第３項 ☐ ☐ ☐  

5  提供拒否の
禁止 

正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を
拒んでいませんか。 

条例 
第 7 条 

☐ ☐ ☐  

  サービスの提供を拒むことのできる正当な
理由とは、次の場合です。 

ア 当該事業所の現員からは利用申込に
応じきれない場合 

イ 利用申込者の居住地が当該事業所の
通常の事業の実施地域外である場合 

ウ 利用申込者が他の指定居宅介護支援
事業者にも併せて指定居宅介護支援の
依頼を行っていることが明らかな場合 
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6  サービス提
供困難時の
対応 

通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申
込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提
供することが困難であると認めた場合は、他
の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必
要な措置を講じていますか。 

条例 
第 8 条 

☐ ☐ ☐  

7  受給資格等
の確認 

指定居宅介護支援の提供を求められた場合
には、その者の提示する被保険者証によっ
て、被保険者資格、要介護認定の有無及び要
介護認定の有効期間を確かめていますか。 

条例 

第 9 条 

☐ ☐ ☐  

8  要支援認定
の申請に係
る援助 

① 被保険者の要介護認定に係る申請につい
て、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協
力を行っていますか。 

条例 
第 10条 
第 1 項 

☐ ☐ ☐  

  ② 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、
要介護認定の申請が行われていない場合に
は、当該利用申込者の意思を踏まえて速や
かに必要な援助を行っていますか。 

第 2 項 ☐ ☐ ☐  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ③ 要介護認定の更新の申請が、遅くとも要
介護認定の有効期間の満了日の３０日前に
は行われるよう、必要な援助を行っていま
すか。 

第 3 項 ☐ ☐ ☐  

9  身分を証す
る書類の携
行 

介護支援専門員に身分を証する書類（介護
支援専門員証）を携行させ、初回訪問時及び
利用者又はその家族から求められたときは、
これを提示すべき旨を指導していますか。 

条例 
第 11条 

☐ ☐ ☐  

10  利用料等の
受領 

➀ 指定居宅介護支援を提供した際にその利
用者から支払を受ける利用料と居宅介護サ
ービス計画費の額との間に、不合理な差額
が生じていませんか。 

条例 
第 12条 
第 1 項 

☐ ☐ ☐  

  保険給付がいわゆる償還払いとなる場
合と、代理受領がなされる場合の間で、
一方の経費が他方へ転嫁等されることが
ないよう、償還払いの場合の利用料の額
と、代理受領がなされる場合の居宅介護
サービス計画費の額との間に、不合理な
差額を設けてはならないこととするとと
もに、これによって、償還払いの場合で
あっても、原則として利用者負担が生じ
ないこととするものです。 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
(6)① 

   

 

  ② 利用者の選定により通常の事業の実施地
域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介
護支援を行う場合、それに要した交通費の
額の支払を利用者から受けていますか。 

条例 
第 12条 
第 2 項 □ □ □ 

 

  保険給付の対象となっているサービス
と明確に区分されないあいまいな名目に
よる費用の支払を受けることは認められ
ません。 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
(6)② 

☐ ☐ ☐  

  ③ ②の費用の額に係るサービスの提供に当
たって、あらかじめ利用者又はその家族に
対し、当該サービスの内容及び費用につい
て説明を行い、利用者の同意を得ています
か。 

条例第 12条 
第 3 項 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
(6)③ 

☐ ☐ ☐  

  ④ サービスの提供に要した費用につき、そ
の支払を受ける際、当該支払をした利用者
に対し、領収証を交付していますか。 

法第 41 条 
第 8 項準用 

☐ ☐ ☐  

  ⑤ 領収証に、指定居宅介護支援について利
用者から支払を受けた費用の額及びその他
の費用の額を区分して記載し、当該その他
の費用の額については、それぞれ個別の費
用ごとに区分して記載していますか。 

施行規則 
第 78条 

☐ ☐ ☐  

11  保険給付の
請求のため
の証明書の
交付 

提供した指定居宅介護支援について利用料
の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を
記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用
者に対して交付していますか。 

条例 
第 13条 

平 11老企 22 
第 2 の 3(６) 

☐ ☐ ☐  

12  指定居宅介
護支援の基
本取扱方針 

① 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す
るよう行うともに、医療サービスとの連携
に十分配慮して行っていますか。 

条例 
第 14条 
第 1 項 

☐ ☐ ☐  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ② 自らその提供する指定居宅介護支援の質
の評価を行い、常にその改善を図っていま
すか。 

第 2 項 ☐ ☐ ☐  

13  指定居宅介
護支援の具
体的取扱方
針 

① 管理者は、介護支援専門員に居宅サービ
ス計画の作成に関する業務を担当させてい
ますか。 

条例 
第 15条 
第 1 号 

☐ ☐ ☐  

  ② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、
懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は
その家族に対し、サービスの提供方法等に
ついて、理解しやすいように説明を行って
いますか。 

条例 
第 15条 
第 2 号 

 

☐ ☐ ☐  

  ③ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、
当該利用者又は他の利用者等の生命又は身
体を保護するため緊急やむを得ない場合を
除き、身体的拘束その他利用者の行動を制
限する行為（以下「身体的拘束等」とい
う。）を行っていませんか。 

条例 
第 15条 
第 2 号の 2 

    

  ※ 基準第 13条第 2の 2号及び第 2の 3
号は、当該利用者又は他の利用者等の生命
又は身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き、身体的拘束等を行ってはなら
ず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等
を行う場合にあっても、その態様及び時
間、その際の利用者の心身の状況並びに緊
急やむを得ない理由を記録しなければなら
ないこととしたものです。 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
(8)③ 

    

  ④ ③の身体的拘束等を行う場合には、その
態様及び時間、その際の利用者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由を記録して
いますか。 

条例 
第 15条 
第 2 号の 3 

    

  ※ 緊急やむを得ない理由については、切迫
性、非代替性及び一時性の 3つの要件を満
たすことについて、組織としてこれらの要
件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこ
ととし、その具体的な内容について記録し
ておくことが必要です。 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
(8)③ 

    

  ⑤ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の
作成に当たっては、利用者の自立した日常
生活の支援を効果的に行うため、利用者の
心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ
計画的に指定居宅サービス等の利用が行わ
れるようにしていますか。 

条例 
第 15条 
第 3 号 

 

☐ ☐ ☐  

  ⑥ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の
作成に当たっては、利用者の日常生活全般
を支援する観点から、介護給付等対象サー
ビス以外の保健医療サービス又は福祉サー
ビス、当該地域の住民による自発的な活動
によるサービス等の利用も含めて居宅サー
ビス計画上に位置付けるよう努めています
か。 

条例 
第 15条 
第 4 号 

 

☐ ☐ ☐  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ⑦ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の
作成の開始に当たっては、利用者によるサ
ービスの選択に資するよう、当該地域にお
ける指定居宅サービス事業者等に関するサ
ービスの内容、利用料等の情報を適正に利
用者又はその家族に提供していますか。 

条例 
第 15条 
第 5 号 

 

☐ ☐ ☐  

  ※ 特定の指定居宅サービス事業者に不当に
偏った情報を提供するようなことや、利用
者の選択を求めることなく、同一の事業主
体のサービスのみによる居宅サービス計画
原案を最初から提示するようなことがあっ
てはならないものです。 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
(8)⑥ 

   

 

  ⑧ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の
作成に当たっては、適切な方法により、利
用者について、その有する能力、既に提供
を受けている指定居宅サービス等のその置
かれている環境等の評価を通じて利用者が
現に抱える問題点を明らかにし、利用者が
自立した日常生活を営むことができるよう
に支援する上で解決すべき課題を把握して
いますか。 

条例 
第 15条 
第 6 号 

☐ ☐ ☐  

  ※ 課題分析とは、利用者の有する日常生活
上の能力や利用者が既に提供を受けている
指定居宅サービスや介護者の状況等の利用
者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者
が生活の質を維持・向上させていく上で生
じている問題点を明らかにし、利用者が自
立した日常生活を営むことができるように
支援する上で解決すべき課題を把握するこ
とであり、利用者の生活全般についてその
状態を十分把握することが重要です。 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
(8)⑦ 

   

 

  ※ なお、当該課題分析は、介護支援専門員
の個人的な考え方や手法のみによって行わ
れてはならず、利用者の課題を客観的に抽
出するための手法として合理的なものと認
められる適切な方法を用いなければならな
いものであり、この課題分析の方法につい
ては、平成１１年１１月１２日付平 11 老
企第２９号の別紙４に示す項目により行っ
てください。 

平 11老企 29 
別紙 4 

   

 

  ⑨ 介護支援専門員は、解決すべき課題の把
握（アセスメント）に当たっては、利用者
の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面
接して行っていますか。 

条例 
第 15条 
第 7 号 

☐ ☐ ☐  

  ※ アセスメントに当たっては、利用者が入
院中であることなど物理的な理由がある場
合を除き、必ず利用者の居宅を訪問し、利
用者及びその家族に面接して行わなければ
なりません。 

平 11老企 22 
第 2 の 3  
(8)⑧    

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ この場合において、利用者やその家族と
の間の信頼関係、協働関係の構築が重要で
あり、介護支援専門員は、面接の趣旨を利
用者及びその家族に対して十分に説明し、
理解を得なければなりません。なお、この
ため、介護支援専門員は面接技法等の研鑽
に努めることが重要です。 

 

   

 

  ※ また、当該アセスメントの結果について
記録するとともに、条例第３１条第２項の
規定に基づき、当該記録は、５年間保存し
なければなりません。 

 

   

 

  ⑩ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利
用者についてのアセスメントの結果に基づ
き、利用者の家族の希望及び当該地域にお
ける指定居宅サービス等が提供される体制
を勘案して、当該アセスメントより把握さ
れた解決すべき課題に対応するための最も
適切なサービスの組合せについて検討して
いますか。 

条例 
第 15条 
第 8 号 

☐ ☐ ☐  

  ⑪ 介護支援専門員は、利用者及びその家族
の生活に対する意向、総合的な援助の方
針、生活全般の解決すべき課題、提供され
るサービスの目標及びその達成時期、サー
ビスの種類、内容及び利用料並びにサービ
スを提供する上での留意事項等を記載した
居宅サービス計画の原案を作成しています
か。 

条例 
第 15条 
第８号 

☐ ☐ ☐  

  介護支援専門員は、居宅サービス計画
が利用者の生活の質に直接影響する重要
なものであることを十分に認識し、居宅
サービス計画原案を作成しなければなり
ません。 

平 11老企 22 

第 2 の 3 

(8)⑨ 
   

 

  したがって、居宅サービス計画原案
は、利用者の希望及び利用者についての
アセスメントの結果による専門的見地に
基づき、利用者の家族の希望及び当該地
域における指定居宅サービス等が提供さ
れる体制を勘案した上で、実現可能なも
のとする必要があります。 

 

   

 

  また、居宅サービス計画原案には、利
用者及びその家族の生活に対する意向及
び総合的な援助の方針並びに生活全般の
解決すべき課題を記載した上で、提供さ
れるサービスについて、その長期的な目
標及びそれを達成するための短期的な目
標並びにそれらの達成時期等を明確に盛
り込み、当該達成時期には居宅サービス
計画及び各指定居宅サービス等の評価を
行い得るようにすることが重要です。 

 

   

 

  さらに、提供されるサービスの目標と
は、利用者がサービスを受けつつ到達し
ようとする目標を指すものであり、サー
ビス提供事業者側の個別のサービス行為
を意味するものではないことに留意する
必要があります。 

 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ⑫ 介護支援専門員は、サービス担当者会議
（介護支援専門員が居宅サービス計画の作
成のために、利用者及びその家族の参加を
基本としつつ、居宅サービス計画の原案に
位置付けた指定居宅サービス等の担当者を
招集して行う会議（テレビ電話装置その他
の情報通信機器（以下「テレビ電話装置
等」という。）を活用して行うことができ
るものとする。ただし、利用者又はその家
族（以下この項目において「利用者等」と
いう。）が参加する場合にあっては、テレ
ビ電話装置等の活用について当該利用者等
の同意を得なければならない。）をい
う。）の開催により、利用者の状況等に関
する情報を担当者と共有するとともに、居
宅サービス計画の原案の内容について、担
当者から、専門的な見地からの意見を求め
ていますか。 

条例 
第 15条 
第 9 号 

☐ ☐ ☐  

  ※ また、当該サービス担当者会議の要点又
は当該担当者への照会内容について記録す
るとともに、条例第３１条第２項の規定に
基づき、当該記録は、５年間保存しなけれ
ばなりません。 

 

   

 

  ⑬ やむを得ない理由がありサービス担当者
会議に参加できない者が居る場合について
は、担当者に対する照会等により意見を求
めていますか。 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
(８)⑩ 

☐ ☐ ☐  

  なお、利用者やその家族の参加が望ま
しくない場合（家庭内暴力等）には、必
ずしも参加を求めるものではないことに
留意してください。 

 

   

 

  また、やむを得ない理由がある場合に
ついては、サービス担当者に対する照会
等により意見を求めることができるもの
としていますが、この場合にも、緊密に
相互の情報交換を行うことにより、利用
者の状況等についての情報や居宅サービ
ス計画原案の内容を共有できるようにす
る必要があります。 

なお、ここでいう「やむを得ない理由
がある場合」とは、次の場合等が想定さ
れます。 

ア 開催の日程調整を行ったが、サービ
ス担当者の事由により、サービス担
当者会議への参加が得られなかった
場合 

イ 居宅サービス計画の変更であって、
利用者の状態に大きな変化が見られ
ない等における軽微な変更の場合 

ウ 利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限
る。）の心身の状況等により、主治
の医師等の意見を勘案して、介護支
援専門人が、居宅サービス計画の変
更を必要と認める場合。 

 

   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ サービス担当者会議は、テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとしま
す。ただし、利用者等が参加する場合にあ
っては、テレビ電話装置等の活用について
当該利用者等の同意を得なければなりませ
ん。なお、テレビ電話装置等の活用に当た
っては、個人情報保護委員会・厚生労働省
「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚
生労働省「医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン」等を遵守してくださ
い。 

 

   

 

  ※ 末期の悪性腫瘍の利用者について必要と

認める場合とは、主治の医師等が日常生活

上の障害が 1ヶ月以内に出現すると判断し

た時点以降において、主治の医師等の助言

を得た上で、介護支援専門員がサービス担

当者に対する照会等により意見を求めるこ

とが必要と判断した場合を想定していま

す。なお、ここでいう「主治の医師等」と

は、利用者の最新の心身の状態、受診中の

医療機関、投薬内容等を一元的に把握して

いる医師であり、要介護認定の申請のため

に主治医意見書を記載した医師に限定され

ないことから、利用者等に確認する方法等

により、適切に対応することとします。ま

た、サービス種類や利用回数の変更等を利

用者に状態変化が生じるたびに迅速に行っ

ていくことが求められるため、日常生活上

の障害が出現する前に、今後利用が必要と

見込まれる指定居宅サービス等の担当者を

含めた関係者を招集した上で、予測される

状態変化と支援の方向性について関係者間

で共有しておくことが望ましいです。 

 

   

 

  ⑭ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の

原案に位置付けた指定居宅サービス等につ

いて、保険給付の対象となるかどうかを区

分した上で、当該居宅サービス計画の原案

の内容について利用者又はその家族に対し

て説明し、文書により利用者の同意を得て

いますか。 

条例 
第 15条 
第 10号 

☐ ☐ ☐  

  居宅サービス計画に位置付ける指定居

宅サービス等の選択は、利用者自身が行

うことが基本であり、また、当該計画は

利用者の希望を尊重して作成されなけれ

ばなりません。 

 利用者に選択を求めることは介護保険

制度の基本理念です。 

平 11老企 22 
第 2 の 3  
(8)⑪ 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  また、当該説明及び同意を有する居宅

サービス計画原案とは、いわゆる居宅サ

ービス計画書の第１表から第３表まで、

第６表及び第７表（平成１１年１１月１

２日平 11老企第２９号に示す標準様式）

に相当するものすべてを指すものです。 

平 11老企 29 

   

 

  ※ 主治医や保険給付対象外のサービス事業

者等が居宅サービス計画の内容について情

報提供を求めている場合であって、利用者

又はその家族の同意を文書により得ている

場合には、主治医、事業者等への情報提供

を行うようにしてください。 

 

   

 

  ⑮ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を
作成した際には、当該居宅サービス計画を
利用者及び担当者に交付していますか。 

条例 
第 15条 
第 11号 

☐ ☐ ☐  

  居宅サービス計画を作成した際には、
遅滞なく利用者及び担当者に交付しなけ
ればなりません。 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
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  また、介護支援専門員は、担当者に対
して居宅サービス計画を交付する際に
は、当該計画の趣旨及び内容等について
十分に説明し、各担当者との共有、連携
を図った上で、各担当者が自ら提供する
居宅サービス等の当該計画(以下「個別サ
ービス計画」という。)における位置付け
を理解できるように配慮する必要があり
ます。 

 

   

 

  なお、条例第３１条第２項の規定に基
づき、居宅サービス計画は、５年間保存
しなければなりません。 

 

   

 

  ⑧（利用者の課題分析）～⑮（居宅サ
ービス計画の利用者への交付）の一連の
業務については、基準第１条の２に掲げ
る基本方針を達成するために必要となる
業務を列記したものであり、基本的には
このプロセスに応じて進めるべきもので
すが、緊急的なサービス利用等やむを得
ない場合や、効果的・効率的に行うこと
を前提とするものであれば、業務の順序
について拘束するものではありません。
ただし、その場合にあっても、それぞれ
位置付けられた個々の業務は、事後的に
可及的速やかに実施し、その結果に基づ
いて必要に応じて居宅サービス計画を見
直すなど、適切に対応しなければなりま
せん。 

平 11老企 22 
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  ⑯ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に
位置付けた指定居宅サービス事業者等に対
して、訪問介護計画等指定居宅サービス等
基準において位置付けられている計画の提
出を求めていますか。 

条例 
第 15条 
第 12号 

☐ ☐ ☐  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  居宅サービス計画と個別サービス計画
の連動性を高め、居宅介護支援事業者と
サービス提供事業者の意識の共有を図る
ことが重要です。 
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  なお、介護支援専門員は、担当者と継
続的に連携し、意識の共有を図ることが
重要であることから、居宅サービス計画
と個別サービス計画の連動性や適合性の
確認については、居宅サービス計画を担
当者に交付したときに限らず、必要に応
じて行うことが望ましいものです。 

 

   

 

  さら意向と課題分析に、サービス担当
者会議の前に居宅サービス計画の原案を
担当者に提供し、サービス担当者会議に
個別サービス計画の提出を求め、サービ
ス担当者会議において情報の共有や調整
を図るなどの手法も有効です。 

 

   

 

  ⑰ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の
作成後、居宅サービス計画の実施状況の把
握（利用者についての継続的なアセスメン
トを含む。以下「モニタリング」とい
う。）を行い、必要に応じて居宅サービス
計画の変更、指定居宅サービス事業者等と
の連絡調整その他の便宜の提供を行ってい
ますか。 

条例 
第 15条 
第 13号 

☐ ☐ ☐  

  指定居宅介護支援においては、利用者
の有する解決すべき課題に即した適切な
サービスを組み合わせて利用者に提供し
続けることが重要です。 

平 11老企 22 
第 2 の 3 
(8)⑭ 

   

 

  このため、介護支援専門員は、利用者
の解決すべき課題の変化に留意すること
が重要であり、居宅サービス計画の作成
後、モニタリングを行い、利用者の解決
すべき課題の変化が認められる場合等必
要に応じて居宅サービス計画の変更、指
定居宅サービス事業者等との連絡調整そ
の他の便宜の提供を行うものとします。 

 

   

 

  なお、利用者の解決すべき課題の変化
は、利用者に直接サービスを提供する指
定居宅サービス事業者等により把握され
ることも多いことから、介護支援専門員
は、サービス担当者と緊密な連携を図
り、利用者の解決すべき課題の変化が認
められる場合には、円滑に連絡が行われ
る体制の整備に努めなければなりませ
ん。 

 

   

 

  ⑱ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事
業者等から利用者に係る情報の提供を受け
たときその他必要と認めるときは、利用者
の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心
身又は生活の状況に係る情報のうち必要と
認めるものを利用者の同意を得て主事の医
師等又は薬剤師に提供していますか。 

条例 
第 15条 
第 14号 

☐ ☐ ☐  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 利用者の服薬状況、口腔機能その他の
利用者の心身又は生活の状況に係る情報
は、主治の医師若しくは歯科医師又は薬
剤師が医療サービスの必要性等を検討す
るにあたり有効な情報です。このため、
指定居宅介護支援の提供に当たり、例え
ば、次のような利用者の心身又は生活状
況に係る情報を得た場合は、それらの情
報のうち、主治の医師若しくは歯科医師
又は薬剤師の助言が必要であると介護支
援専門員が判断したものについて、主治
の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提
供するものとします。なお、ここでいう
「主治の医師」については、要介護認定
の申請のために主治医意見書を記載した
医師に限定されないことに留意してくだ
さい。 
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  ・薬が大量に余っている又は複数回分の
薬を一度に服用している 

・薬の服用を拒絶している 

・使いきらないのに新たに薬が処方され
ている 

・口臭や口腔内出血がある 

・体重増減が推測される見た目の変化が
ある 

・食事量や食事回数に変化がある 

・下痢や便秘が続いている 

・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

・リハビリテーションの提供が必要と思
われる状態にも関わらず提供されてい
ない状況等 

 

   

 

  ⑲ 介護支援専門員は、モニタリングに当た

っては、利用者及びその家族、指定居宅サ

ービス事業者等との連絡を継続的に行うこ

ととし、特段の事情がない限り、次に定め

るところにより行わなければなりません。 

条例 
第 15条 
第 15号    

 

  ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅

を訪問し、利用者に面接しています

か。 

 ☐ ☐ ☐  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  イ アの規定による面接は、利用者の居

宅を訪問することによって行っていま

すか。ただし、次のいずれにも該当す

る場合であって、少なくとも 2月に 1

回、利用者の居宅を訪問し、利用者に

面接するときは、利用者の居宅を訪問

しない月においては、テレビ電話装置

等を活用して、利用者に面接すること

ができるものとします。 

 ⅰ）テレビ電話装置等を活用して面接

を行うことについて、文書により利

用者の同意を得ていること。 

 ⅱ）サービス担当者会議等において、

次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を

得ていること。 

  a 利用者の心身の状況が安定してい

ること。 

   b 利用者がテレビ電話装置等を活用

して意思疎通を行うことができる

こと。 

    c 介護支援専門員が、テレビ電話装

置等を活用したモニタリングでは

把握できない情報について、担当

者から提供を受けること。 

 ☐ ☐ ☐  

  ウ 少なくとも１月に１回、モニタリング

の結果を記録していますか。 

 ☐ ☐ ☐  

  なお、条例第３１条第２項の規定に基

づき、モニタリングの結果の記録は、５

年間保存しなければなりません。 

 

   

 

  「特段の事情」とは、利用者の事情に

より、利用者の居宅を訪問し、利用者に

面接することができない場合を主として

指すものであり、介護支援専門員に起因

する事情は含まれません。さらに、当該

特段の事情がある場合については、その

具体的な内容を記録しておくことが必要

です。 

平 11 
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  ⑳ 介護支援専門員は、次に掲げる場合にお

いては、サービス担当者会議の開催によ

り、居宅サービス計画の変更の必要性につ

いて、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めていますか。 

条例 
第 15条 
第 16号 

☐ ☐ ☐  

  ア 要介護認定を受けている利用者が要介

護更新認定を受けた場合 

 
   

 

  イ 要介護認定を受けている利用者が要介

護状態区分の変更の認定を受けた場合 

 
   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ㉑ ⑳にかかわらず、やむを得ない理由があ
る場合については、担当者に対する照会等
により意見を求めていますか。 

条例 
第 15条 
第 16号 

☐ ☐ ☐  

  やむを得ない理由がある場合とは、開
催の日程調整を行ったが、サービス担当
者の事由により、サービス担当者会議へ
の参加が得られなかった場合や居宅サー
ビス計画の変更から間もない場合で利用
者の状態に大きな変化が見られない場合
等が想定されます。 

平 11 
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  ※当該サービス担当者会議の要点又は当該担
当者への照会内容については記録するとと
もに、条例第３１条第２項の規定に基づ
き、当該記録は５年間保存しなければなり
ません。 

 

   

 

  また、担当者からの意見により、居宅
サービス計画の変更の必要がない場合に
おいても、記録の記載及び保存について
同様です。 

 

   

 

  ㉒ 居宅サービス計画の変更を行う際にも、
⑤～⑰の業務を行っていますか。 

条例 
第 15条 
第 17号 

□ □ □  

  介護支援専門員は、居宅サービス計画
を変更する際には、原則として③～⑬の
居宅サービス計画作成に当たっての一連
の業務を行うことが必要です。 

平 11老企 22 
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  なお、利用者の希望による軽微な変更
（例えばサービス提供日時の変更等で、
介護支援専門員が⑤～⑰の一連の業務を
行う必要性がないと判断したもの）を行
う場合には、この必要はないものとしま
す。 

ただし、この場合においても、介護支
援専門員が、利用者の解決すべき課題の
変化に留意することが重要です。 

 

   

 

  ㉓ 介護支援専門員は、適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスが総合的かつ効率的
に提供された場合においても、利用者がそ
の居宅において日常生活を営むことが困難
となったと認める場合又は、利用者が介護
保険施設への入院又は入所を希望する場合
には、介護保険施設への紹介その他の便宜
の提供を行っていますか。 

条例 
第 15条 
第 18号 

□ □ □  

  介護支援専門員は、適切な保健医療サ
ービス及び福祉サービスが総合的かつ効
率的に提供された場合においても、利用
者がその居宅において日常生活を営むこ
とが困難となったと認める場合又は利用
者が介護保険施設への入院又は入所を希
望する場合には、介護保険施設はそれぞ
れ医療機能等が異なることに鑑み、主治
医の意見を参考にする、主治医に意見を
求める等をして介護保険施設への紹介そ
の他の便宜の提供を行ってください。 

平 11老企 22 
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点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ㉔ 介護支援専門員は、介護保険施設等から

退院又は退所しようとする要介護者から依

頼があった場合には、居宅における生活へ

円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅

サービス計画の作成等の援助を行っていま

すか。 

条例 
第 15条 
第 19号 

□ □ □  

  介護支援専門員は、介護保険施設等か

ら退院又は退所しようとする要介護者か

ら居宅介護支援の依頼があった場合に

は、居宅における生活へ円滑に移行でき

るよう、あらかじめ、居宅での生活にお

ける介護上の留意点等の情報を介護保険

施設等の従業者から聴取する等の連携を

図るとともに、居宅での生活を前提とし

た課題分析を行った上で居宅サービス計

画を作成する等の援助を行うことが重要

です。 
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  ㉕-1 介護支援専門員は、居宅サービス計画

に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問

介護（厚生労働大臣が定めるものに限

る。以下この号において同じ。）を位置

付ける場合にあっては、その利用の妥当

性を検討し、当該居宅サービス計画に訪

問介護が必要な理由を記載するととも

に、当該居宅サービス計画を町に届け出

ていますか。 

条例 
第 15条 
第 20号 

□ □ □  

  ※ 届出にあたっては、当該月において作成

又は変更（㉒における軽微な変更を除

く。）した居宅サービス計画のうち一定回

数以上の訪問介護を位置づけたものについ

て、翌月の末日までに町に届け出ることと

します。なお、ここで言う当該月において

作成又は変更した居宅サービス計画とは、

当該月において利用者の同意を得て交付を

した居宅サービス計画を言います。 

平 11老企 22 
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  また、居宅サービス計画の届出頻度に

ついて、一度市町村が検証した居宅サー

ビス計画の次回の届出は、１年後でよい

ものとする。 

 

   

 

  ※ 厚生労働大臣が定める回数については、

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

（平成 30 年厚生労働省告示第 218 号）」

（介護保険最新情報 Vol.652）を参照。 

 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ㉕-2 介護支援専門員は、その勤務する指定
居宅介護支援事業所において作成された
居宅サービス計画に位置付けられた指定
居宅サービス費に係る居宅介護サービス
費、特例居宅介護サービス費、地域密着
型介護サービス費及び特例地域密着型介
護サービス費の総額が法第 43条第 2 項
に規定する居宅介護サービス費等区分支
給限度基準額に占める割合及び訪問介護
に係る居宅介護サービス費がサービス費
の総額に占める割合が厚生労働大臣が定
める基準に該当する場合であって、か
つ、町からの求めがあった場合には、当
該指定居宅介護支援事業所の居宅サービ
ス計画の利用の妥当性を検討し、当該居
宅サービス計画に訪問介護が必要な理由
等を記載するとともに、当該居宅サービ
ス計画を町に届け出ていますか。 

 □ □ □  

  ※ 居宅サービス計画に位置付けられた介護
保険法施行規則（平成 11年厚生省令第
36号）第 66条に規定する居宅サービス
等区分に係るサービスの合計単位数（以下
「居宅サービス等合計単位数」という。）
が区分支給限度基準額（単位数）に占める
割合や訪問介護に係る合計単位数が居宅サ
ービス等合計単位数に占める割合が厚生労
働大臣の定める基準（町条例第１５条第２
１号の規定により厚生労働大臣が定める基
準をいう。）に該当する場合に、利用者の
自立支援・重度化防止や地域資源の有効活
用等の観点から、町が確認し、必要に応じ
て是正を促していくことが適当です。この
ため、町条例第 15条第２１号は、当該基
準に該当する場合にその必要性を居宅サー
ビス計画に記載するとともに、当該居宅サ
ービス計画を町に届け出なければならない
ことを規定するものです。届出にあたって
は、当該月において作成又は変更（⑳にお
ける軽微な変更を除く。）した居宅サービ
ス計画に位置付けられたサービスが当該基
準に該当する場合には、町に届け出ること
とします。なお、ここでいう当該月におい
て作成又は変更した居宅サービス計画と
は、当該月において利用者の同意を得て交
付をした居宅サービス計画をいいます。 
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  また、居宅サービス計画の届出頻度に
ついて、一度市が検証した居宅サービス
計画の次回の届出は、1 年後でよいもの
とします。 

 

   

 

  ㉖ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、
通所リハビリテーション等の医療サービス
の利用を希望している場合その他必要な場
合には、利用者の同意を得て主治の医師又
は歯科医師（以下「主治の医師等」とい
う。）の意見を求めていますか。 

条例 
第 15条 
第 22号 

□ □ □  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  訪問看護、訪問リハビリテーション、
通所リハビリテーション、居宅療養管理
指導及び短期入所療養介護、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護（訪問看護サー
ビスを利用する場合に限る。）及び看護
小規模多機能型居宅介護（訪問看護サー
ビスを利用する場合に限る。）について
は、主治の医師等がその必要性を認めた
ものに限られるものであることから、介
護支援専門員は、これらの医療サービス
を居宅サービス計画に位置付ける場合に
あっては、主治の医師等の指示があるこ
とを確認しなければなりません。 
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  このため、利用者がこれらの医療サー
ビスを希望している場合その他必要な場
合には、介護支援専門員は、あらかじ
め、利用者の同意を得て主治の医師等の
意見を求めなければなりません。 

     

  ㉗ ㉖の場合において、介護支援専門員は、
居宅サービス計画を作成した際には、当該
居宅サービス計画を主治の医師等に交付し
ていますか。 

条例 
第 15条 
第 23号 

□ □ □  

  ※ 利用者がこれらの医療サービスを希望し
ている場合その他必要な場合には、介護支
援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を
得て主治の医師等の意見を求めるととも
に、主治の医師等とのより円滑な連携に資
するよう、当該意見を踏まえて作成した居
宅サービス計画については、意見を求めた
主治の医師等に交付しなければなりませ
ん。なお、交付の方法については、対面の
ほか、郵送やメール等によることも差し支
えありません。また、ここで意見を求める
「主治の医師等」については、要介護認定
の申請のために主治医意見書を記載した医
師に限定されないことに留意してくださ
い。 
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  ㉘ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に
医療サービスを位置付ける場合にあって
は、当該医療サービスに係る主治の医師等
の指示がある場合に限り行っていますか。 

条例 
第 15条 
第 24号 

□ □ □  

  ㉙ また、介護支援専門員は、医療サービス
以外の指定居宅サービス等を位置付ける場
合にあっては、当該指定居宅サービス等に
係る主治の医師等の医学的観点からの留意
事項が示されているときは、当該留意点を
尊重していますか。 

 □ □ □  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ㉚ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に
短期入所生活介護又は短期入所療養介護を
位置付ける場合にあっては、利用者の居宅
における自立した日常生活の維持に十分に
留意するものとし、利用者の心身の状況等
を勘案して特に必要と認められる場合を除
き、短期入所生活介護又は短期入所療養介
護を利用する日数が要介護認定の有効期間
のおおむね半数を超えないようにしていま
すか。 

条例 
第 15条 
第 25号 

□ □ □  

  短期入所生活介護及び短期入所療養介
護（短期入所サービス）は、利用者の自
立した日常生活の維持のために利用され
るものであり、指定居宅介護支援を行う
介護支援専門員は、短期入所サービスを
位置付ける居宅サービス計画の作成に当
たって、利用者にとってこれらの居宅サ
ービスが在宅生活の維持につながるよう
十分に留意しなければならないことを明
確化したものです。 
 この場合において、短期入所サービス
の利用日数に係る「要介護認定の有効期
間のおおむね半数を超えない」という目
安については、居宅サービス計画の作成
過程における個々の利用者の心身の状況
やその置かれている環境等の適切な評価
に基づき、在宅生活の維持のための必要
性に応じて弾力的に運用することが可能
であり、要介護認定の有効期間の半数の
日数以内であるかについて機械的な適用
を求めるものではありません。 
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  従って、利用者の心身の状況及び本
人、家族等の意向に照らし、この目安を
超えて短期入所サービスの利用が特に必
要と認められる場合においては、これを
上回る日数の短期入所サービスを居宅サ
ービス計画に位置付けることも可能で
す。 

 

   

 

  ㉛ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に
福祉用具貸与を位置付ける場合にあって
は、利用の妥当性を検討し、当該計画に福
祉用具貸与が必要な理由を記載しています
か。 

条例 
第 15条 
第 26号 

□ □ □  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 対象福祉用具（指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営に関する基準（平
成 11年厚生省令第 37号）第 199 条第 2
号に定める対象福祉用具をいう。以下同
じ。）を居宅サービス計画に位置づける場
合には、福祉用具の適時適切な利用及び利
用者の安全を確保する観点から、基準第
13 条第 5号の規定に基づき、福祉用具貸
与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用
者が選択できることや、それぞれのメリッ
ト及びデメリット等、利用者の選択に資す
るよう、必要な情報を提供しなければなり
ません。なお、対象福祉用具の提案を行う
際、利用者の心身の状況の確認に当たって
は、利用者へのアセスメントの結果に加
え、医師やリハビリテーション専門職等か
らの意見聴取、退院・退所前カンファレン
ス又はサービス担当者会議等の結果を踏ま
えることとし、医師の所見を取得する具体
的な方法は、主治医意見書による方法のほ
か、診療情報提供書又は医師から所見を聴
取する方法が考えられます。 
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  ㉜ 必要に応じて随時サービス担当者会議を
開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必
要性について検証をした上で、継続して福
祉用具貸与を受ける必要がある場合にはそ
の理由を居宅サービス計画に記載していま
すか。 

 □ □ □  

  福祉用具貸与については、その特性と
利用者の心身の状況等を踏まえて、その
必要性を十分に検討せずに選定した場
合、利用者の自立支援は大きく阻害され
るおそれがあることから、検討の過程を
別途記録する必要があります。 
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 ㉝ 介護支援専門員は、要支援 1・2、要介
護１の利用者（軽度者）の居宅サービス計
画に指定福祉用具貸与を位置付ける場合に
は、「厚生労働大臣が定める基準に適合す
る利用者等（平成２４年厚生労働省告示第
９５号）第２５号のイで定める状態像の者
であることを確認するため、当該軽度者の
調査票について必要な部分（実施日時、調
査対象者等の時点の確認及び本人確認がで
きる部分並びに基本調査の回答で当該軽度
者の状態像の確認が必要な部分）の写しを
市町村から入手していますか。 
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□ □ □  

  ※ 「厚生労働大臣が定める基準に適合する
利用者等（平成２４年厚生労働省告示第９
５号）第２５号のイで定める状態像の者」 

ア 車いす及び車いす付属品 次のいずれ
かに該当する者 

(ア) 日常的に歩行が困難な者 

(イ) 日常生活範囲において移動の支
援が特に必要と認められる者 

 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のい
ずれかに該当する者 

(ア) 日常的に起きあがりが困難な者 

(イ) 日常的に寝返りが困難な者 

 

   

 

  ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 日常
的に寝返りが困難な者 

 
   

 

  エ 認知症老人徘徊感知機器 次のいずれ
にも該当する者 

(ア) 意思の伝達、介護を行う者への
反応、記憶又は理解に支障がある者 

(イ) 移動において全介助を必要とし
ない者 

 

   

 

  オ 移動用リフト（つり具の部分を除
く。）次のいずれかに該当する者 

(ア) 日常的に立ち上がりが困難な者 

(イ) 移乗において一部介助又は全介
助を必要とする者 

(ウ) 生活環境において段差の解消が
必要と認められる者 

 

   

 

  カ 自動排泄処理装置 次のいずれにも該
当する者 

(ア) 排便において全介助を必要とす
る者 

(イ) 移乗において全介助を必要とす
る者 

ただし、当該軽度者がこれらの結果を
介護支援専門員へ提示することに、あら
かじめ同意していない場合については、
当該軽度者の調査票の写しを本人に情報
開示させ、それを入手します。 

 

   

 

  ㉞ 介護支援専門員は、当該軽度者の調査票

の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示す

ることに同意を得た上で、市町村より入手

した調査票の写しについて、その内容が確

認できる文書を指定福祉用具貸与事業者へ

送付していますか。 
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□ □ □  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 介護支援専門員は、当該軽度者が「指定

居宅サービスに要する費用の額の算定に関

する基準（訪問通所サービス、居宅療養管

理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事

項について」（平成 12年老企第 36号）

の第二の 9(2)①ウの判断方法（注 3）に

よる場合については、福祉用具の必要性を

判断するため、利用者の状態像が、同ⅰ）

からⅲ）までのいずれかに該当する者につ

いて、主治医意見書による方法のほか、医

師の診断書又は医師からの所見を聴取する

方法により、当該医師の所見及び医師の名

前を居宅サービス計画に記載しなければな

りません。この場合において、介護支援専

門員は、福祉用具貸与事業者より、当該軽

度者に係る医師の所見及び医師の名前につ

いて確認があったときには、利用者の同意

を得て、適切にその内容について情報提供

しなければなりません。 

 

   

 

  ※ 注 3 「算定の可否の判断基準」 

ⅰ） 疾病その他の原因により、状態が

変動しやすく、日によって又は時間帯

によって、頻繁に平 27厚労告 94第 31

号のイに該当する者（例 パーキンソ

ン病の治療薬による N・OFF現象） 

ⅱ） 疾病その他の原因により、状態が

急速に悪化し、短期間のうちに平 27厚

労告 94 第 31号のイに該当することが

確実に見込まれる者（例 がん末期の

急速な状態悪化） 

ⅲ） 疾病その他の原因により、身体へ

の重大な危険性又は症状の重篤化の回

避等医学的判断から平 27厚労告 94第

31号のイに該当すると判断できる者

（例 ぜんそく発作等による呼吸不

全、心疾患による心不全、嚥下障害に

よる誤嚥性肺炎の回避） 

 

   

 

  ㉟ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に
特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっ
ては、その利用の妥当性を検討し、当該計
画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載
していますか。 

条例 
第 15条 
第 27号 

□ □ □  

  ※ 特定福祉用具販売については、その特性
と利用者の心身の状況等を踏まえて、その
必要性を十分に検討せずに選定した場合、
利用者の自立支援は大きく阻害されるおそ
れがあることから、検討の過程を別途記録
する必要があります。 
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点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 対象福祉用具を居宅サービス計画に位置
づける場合には、福祉用具の適時適切な利
用及び利用者の安全を確保する観点から、
基準第 13 条第 5号の規定に基づき、福祉
用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれか
を利用者が選択できることや、それぞれの
メリット及びデメリット等、利用者の選択
に資するよう、必要な情報を提供しなけれ
ばなりません。なお、対象福祉用具の提案
を行う際、利用者の心身の状況の確認に当
たっては、利用者へのアセスメントの結果
に加え、医師やリハビリテーション専門職
等からの意見聴取、退院・退所前カンファ
レンス又はサービス担当者会議等の結果を
踏まえることとし、医師の所見を取得する
具体的な方法は、主治医意見書による方法
のほか、診療情報提供書又は医師から所見
を聴取する方法が考えられます。 

     

  ㊱ 介護支援専門員は、利用者が提示する被
保険者証に、認定審査会意見又は居宅サー
ビス若しくは地域密着型サービスの種類に
ついて記載がある場合には、利用者にその
趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容
に沿って居宅サービス計画を作成していま
すか。 

条例 
第 15条 
第 28号 

□ □ □  

  ㊲ 介護支援専門員は、要介護認定を受けて
いる利用者が要支援認定を受けた場合に
は、指定介護予防支援事業者と当該利用者
に係る必要な情報を提供する等の連携を図
っていますか。 

条例 
第 15条 
第 29号 

□ □ □  

  ㊳ 指定居宅介護支援事業者は、指定介護予
防支援事業者から指定介護予防支援の業務
の委託を受けるに当たっては、その業務量
等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者
が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実
施できるよう配慮していますか。 

条例 
第 15条 
第 29号 

□ □ □  

  ㊴ 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５
条の４８第４項の規定に基づき、同条第１
項に規定する会議から、同条第２項の検討
を行うための資料又は情報の提供、意見の
開陳その他必要な協力の求めがあった場合
には、これに協力するように努めています
か。 

条例 
第 15条 
第 31号 

□ □ □  

  ※ 地域ケア会議は、個別ケースの支援内容
の検討を通じて、法の理念に基づいた高齢
者の自立支援に資するケアマネジメントの
支援、高齢者の実態把握や課題解決のため
の地域包括支援ネットワークの構築及び個
別ケースの課題分析等を行うことによる地
域課題の把握を行うことなどを目的として
いることから、指定居宅介護支援事業者
は、その趣旨・目的に鑑み、より積極的に
協力することが求められます。 
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点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

14  高齢者の虐
待防止 

① 事業所の従業員は高齢者虐待を発見しや
すい立場にあることを自覚し、高齢者虐待
の早期発見に努めていますか。 

高齢者虐待防止法 
第 5 条 □ □ □ 

 

  （高齢者虐待に該当する行為） 

ア 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生
じるおそれのある暴行を加えること。 

イ 高齢者を衰弱させるような著しい減
食又は長時間の放置その他の利用者を
養護すべき職務上の義務を著しく怠る
こと。 

ウ 高齢者に対する著しい暴言又は著し
く拒絶的な対応その他の利用者に著し
い心理的外傷を与える言動を行うこ
と。 

エ 高齢者にわいせつな行為をすること
又は利用者をしてわいせつな行為をさ
せること。 

オ 高齢者の財産を不当に処分すること
その他当該利用者から不当に財産上の
利益を得ること。 

高齢者虐待防止法 
第 2 条 
 

 

   

 

  ② 高齢者虐待の防止について、従業者への
研修の実施、サービスの提供を受ける利用
者及びその家族からの苦情の処理の体制の
整備等、虐待の防止のための措置を講じて
いますか。 

高齢者虐待防止法 
第 20条 

□ □ □ 

 

  ③ 高齢者虐待を受けたと思われる利用者を
発見した場合は、速やかに、町に通報して
いますか。 

高齢者虐待防止法 
第 21条 □ □ □ 

 

15  法定代受領
サービスに
係る報告 

 

① 毎月、市町村（審査及び支払に関する事
務を国民健康保険団体連合会に委託してい
る場合にあっては、当該国民健康保険団体
連合会）に対し、居宅サービス計画におい
て位置付けられている指定居宅サービス等
のうち法定代理受領サービスとして位置付
けたものに関する情報を記載した文書（給
付管理票）を提出していますか。 

条例 
第 16条 
 

平 11厚令 38 
第 14条 

□ □ □  

  ② 居宅サービス計画に位置付けられている
基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護
サービス費の支給に係る事務に必要な情報
を記載した文書を、市町村（委託している
場合にあっては、国民健康保険団体連合
会）に対して提出していますか。 

 □ □ □  

16  

 

利用者に対
する居宅サ
ービス計画
等の書類の
交付 

利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用
を希望する場合、要介護認定を受けている利
用者が要支援認定を受けた場合その他利用者
からの申出があった場合には、当該利用者に
対し、直近の居宅サービス計画及びその実施
状況に関する書類を交付していますか。 

条例 
第 17条 

□ □ □  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

17  利用者に関
する市町村
への通知 

① 利用者が正当な理由なしに介護給付等対
象サービスの利用に関する指示に従わない
こと等により、要介護状態の程度を増進さ
せたと認められるときは、遅滞なく、意見
を付してその旨を市町村に通知しています
か。 

条例 
第 18条 
第１号 

□ □ □  

  ② 利用者が偽りその他不正の行為によって
保険給付の支給を受け、又は受けようとし
たときには、遅滞なく、意見を付してその
旨を市町村に通知していますか。 

第２号     

18  管理者の 
責務 

 

① 管理者は、当該指定居宅介護支援事業所
の介護支援専門員その他の従業者の管理、
指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調
整、業務の実施状況の把握その他の管理を
一元的に行っていますか。 

条例 
第 19条 
第１項 

□ □ □  

  ② 管理者は、当該指定居宅介護支援事業所
の介護支援専門員その他の従業者に運営に
関する基準等を遵守させるために必要な指
揮命令を行っていますか。 

第２項 □ □ □  

19  運営規程 事業所ごとに次に掲げる事業の運営につい
ての重要事項に関する規程（以下「運営規
程」）を定めていますか。 

条例第 20条 
平 11老企 22 
第 2 の 3(13) 

   
 

  ア 事業の目的及び運営の方針  □ □ □  

  イ 職員の職種、員数及び職務内容  □ □ □  

  ※「職員」については、介護支援専門員とそ
の他の職員に区分し、員数及び職務内容を
記載してください。 
 職員の「員数」は日々変わりうるもので
あるため、業務負担軽減等の観点から、規
程を定めるに当たっては、条例第 4条に
おいて置くべきとされている員数を満たす
範囲において、「○人以上」と記載するこ
とも差し支えありません。（基準第 6条
に規定する重要事項を記した文書に記載す
る場合についても、同様とする。）。 

 

   

 

  ウ 営業日及び営業時間  □ □ □  

  エ 指定居宅介護支援の提供方法、内容
及び利用料その他の費用の額 

 □ □ □  

  ※ 利用者の相談を受ける場所、課題分
析の手順等を記載してください。 

     

  オ 通常の事業の実施地域  □ □ □  

  ※ 客観的にその区域が特定されるもの
としてください。なお通常の事業の実
施地域は、利用申込に係る調整等の観
点からの目安であり、当該地域を越え
て指定居宅介護支援が行われることを
妨げるものではありません 

     

  カ 虐待の防止のための措置に関する事
項 

 □ □ □  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  「虐待の防止のための措置に関する事
項」は、「31虐待の防止」に係る、組
織内の体制（責任者の選定、従業者へ
の研修方法や研修計画等）や虐待又は
虐待が疑われる事案（以下「虐待等」
という。）が発生した場合の対応方法
等を指す内容としてください。 

     

  キ その他運営に関する重要事項  □ □ □  

20  勤務体制 
の確保 

① 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対
し適切な指定居宅介護支援を提供できるよ
う、事業所ごとに介護支援専門員その他の
従業者の勤務の体制を定めていますか。 

条例 
第 21条 
第１項 

□ □ □   

  原則として月ごとの勤務表を作成し、
介護支援専門員については、日々の勤務
時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼
務関係等を明確にしてください。 

なお、当該勤務の状況等は、条例第１
９条により指定居宅介護支援事業所の管
理者が管理する必要があり、非常勤の介
護支援専門員を含めて当該指定居宅介護
支援事業所の業務として一体的に管理さ
れていることが必要です。 

平 11老企 22 
第 2 の 3  
(14)① 

    

  ② 事業所ごとに、当該事業所の介護支援専
門員に指定居宅介護支援の業務を担当させ
ていますか。ただし、介護支援専門員の補
助の業務については、この限りではありま
せん。 

条例 
第 21条 
第 2 項 

□ □ □  

  当該指定居宅介護支援事業所の従業者
たる介護支援専門員が指定居宅介護支援
を担当するべきことを規定したものであ
り、当該事業所と介護支援専門員の関係
については、当該事業所の管理者の指揮
命令が介護支援専門員に対して及ぶこと
が要件となりますが、雇用契約に限定さ
れるものではありません。 

平 11老企 22 
第 2 の 3  
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  ③ 介護支援専門員の資質の向上のために、
研修の機会を確保していますか。 

条例 
第 21条第３項 

□ □ □  

  より適切な指定居宅介護支援を行うた
めに、指定居宅介護支援事業者は、介護
支援専門員の資質の向上を図る研修の機
会を確保しなければならない。 

平 11老企 22 
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  ④ 適切な指定居宅介護支援の提供を確保す
る観点から、職場において行われる性的な
言動又は優越的な関係を背景とした言動で
あって業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより介護支援専門員の就業環境が害
されることを防止するための方針の明確化
等の必要な措置を講じていますか。 

条例 
第 21条第 4 項 

□ □ □  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 事業主が講ずべき措置の具体的内容及び

事業主が講じることが望ましい取組につい

ては、次のとおりとします。なお、セクシ

ュアルハラスメントについては、上司や同

僚に限らず、利用者やその家族等から受け

るものも含まれることに留意してくださ

い。 
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  イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的内容

は、事業主が職場における性的な言動

に起因する問題に関して雇用管理上講

ずべき措置等についての指針（平成 18

年厚生労働省告示第 615号）及び事業

主が職場における優越的な関係を背景

とした言動に起因する問題に関して雇

用管理上講ずべき措置等についての指

針（令和 2年厚生労働省告示第 5号。

以下「パワーハラスメント指針」とい

う。）において規定されているとおり

であるが、特に留意されたい内容は以

下のとおりです。 

a 事業者の方針等の明確化及びその周

知・啓発 

職場におけるセクシャルハラスメ

ントやパワーハラスメント（以下

「職場におけるハラスメント」とい

う。）の内容及び職場におけるハラ

スメントを行ってはならない旨の方

針を明確化し、従業者に周知・啓発

すること。 

b 相談（苦情を含む。以下同じ。）に

応じ、適切に対応するために必要な

体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじ

め定めること等により、相談への対

応のための窓口をあらかじめ定め、

労働者に周知してください。 

なお、パワーハラスメント防止の

ための事業主の方針の明確化等の措

置義務については、中小企業（医療

介護を含むサービス業を主たる事業

とする事業主については資本金が

5000万円以下又は常時使用する従

業員の数が 100人以下の企業）は、

令和 4年 4月 1日から義務化とな

り、それまでの間は努力義務とされ

ていますが、適切な勤務体制の確保

等の観点から、必要な措置を講じる

よう努めてください。 

 

   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

 

 

 ロ 事業主が講じることが望ましい取組につ 
いて 

パワーハラスメント指針においては、
顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマ
ーハラスメント）の防止のために、事業
主が雇用管理上の配慮として行うことが
望ましい取組の例として、①相談に応
じ、適切に対応するために必要な体制の
整備、②被害者への配慮のための取組
（メンタルヘルス不調への相談対応、行
為者に対して 1 人で対応させない等）及
び③被害防止のための取組（マニュアル
作成や研修の実施等、業種・業態等の状
況に応じた取組）が規定されています。
介護現場では特に、利用者又はその家族
等からのカスタマーハラスメントの防止
が求められていることから、イ（事業主
が講ずべき措置の具体的内容）の必要な
措置を講じるに当たっては、「介護現場
におけるハラスメント対策マニュア
ル」、「（管理職・職員向け）研修のた
めの手引き」等を参考にした取組を行う
ことが望ましいです。 

 

   

 

21  業務継続計
画の策定等 

① 感染症や非常災害の発生時において、利
用者に対する指定居宅介護支援の提供を継
続的に実施するための、及び非常時の体制
で早期の業務再開を図るための計画（以下
「業務継続計画」という。）を策定し、当
該業務継続計画に従い必要な措置を講じて
いますか。 

条例 
第 21条の 2 
1項 

□ □ □  

  ※ 利用者がサービス利用を継続する上で、
関係機関等の連携等に努めることが重要で
す。 

なお、業務継続計画の策定、研修及び
訓練の実施については、事業所に実施が
求められるものですが、他のサービス事
業者との連携等により行うことも差し支
えありません。 

また、感染症や災害が発生した場合に
は、従業者が連携し取り組むことが求め
られていることから、研修及び訓練の実
施に当たっては、全ての従業者が参加で
きるようにすることが望ましいです。 

平 11老企 22 
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点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 業務継続計画には、以下の項目等を記載
してください。 
 なお、各項目の記載内容については、
「介護施設・事業所における新型コロナウ
イルス感染症発生時の業務継続ガイドライ
ン」及び「介護施設・事業所における自然
災害発生時の業務継続ガイドライン」を参
照してください。 
 また、想定される災害等は地域によって
異なるものであることから、項目について
は実態に応じて設定してください。 
 なお、感染症及び災害の業務継続計画を
一体的に策定することも差し支えありませ
ん。さらに、感染症に係る業務継続計画並
びに感染症の予防及びまん延の防止のため
の指針については、それぞれに対応する項
目を適切に設定している場合には、一体的
に策定することとして差し支えありませ
ん。 
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 イ 感染症に係る業務継続計画 

a 平時からの備え（体制構築・整備、
感染症防止に向けた取組の実施、備
蓄品の確保等） 

b 初動対応 

c 感染拡大防止体制の確立（保健所と
の連携、濃厚接触者への対応、関係
者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

a 平常時の対応（建物・設備の安全対
策、電気・水道等のライフラインが
停止した場合の 対策、必要品の備蓄
等） 

b 緊急時の対応（業務継続計画発動基
準、対応体制等） 

c 他施設及び地域との連携 

平 11老企 22 
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  ② 介護支援専門員に対し、業務継続計画に
ついて周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施していますか。 

条例 
第 21条の 2 
2項 

□ □ □  

  ※ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業
務継続計画の具体的内容を職員間に共有す
るとともに、平常時の対応の必要性や、緊
急時の対応にかかる理解の励行を行ってく
ださい。 

職員教育を組織的に浸透させていくた
めに、定期的（年１回以上）な教育を開
催するとともに、新規採用時には別に研
修を実施することが望ましい。また、研
修の実施内容についても記録すること。
なお、感染症の業務継続計画に係る研修
については、感染症の予防及びまん延の
防止のための研修と一体的に実施するこ
とも差し支えありません。 

平 11老企 22 
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点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  訓練（シミュレーション）において
は、感染症や災害が発生した場合におい
て迅速に行動できるよう、業務継続計画
に基づき、事業所内の役割分担の確認、
感染症や災害が発生した場合に実践する
ケアの演習等を定期的（年１回以上）に
実施するものとする。なお、感染症の業
務継続計画に係る訓練については、感染
症の予防及びまん延の防止のための訓練
と一体的に実施することも差し支えあり
ません。 
 訓練の実施は、机上を含めその実施手
法は問わないものの、机上及び実地で実
施するものを適切に組み合わせながら実
施することが適切です。 

平 11老企 22 
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 ③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、
必要に応じて業務継続計画の変更を行って
いますか。 

条例 
第 21条の 2 
3項 

□ □ □  

22  設備及び備
品等 

事業を行うために必要な広さの区画を有す
るとともに、指定居宅介護支援の提供に必要
な設備及び備品等を備えていますか。 

条例 
第 22条 

□ □ □  

  事業の運営を行うために必要な面積を有す
る専用の事務室を設けることが望ましいです
が、他の事業の用に供するものと明確に区分
される場合は、他の事業と同一の事務室であ
っても差し支えありません。 
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  専用の事務室又は区画については、相談、
サービス担当者会議等に対応するのに適切な
スペースを確保することとし、相談のための
スペース等は利用者が直接出入りできるなど
利用しやすい構造としてください。 
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  他の事業所及び施設等と同一敷地内にある
場合であって、指定居宅介護支援の事業及び
当該他の事業所及び施設等の運営に支障がな
い場合は、当該他の事業所及び施設等に備え
付けられた設備及び備品等を使用することが
できます。 

平 11企 22 
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23  従業者の健
康管理 

介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態
について、必要な管理を行っていますか。 

条例 
第 23条 

□ □ □  

24  感染症の予
防及びまん
延の防止の
ための措置 

当該指定居宅介護支援事業所において感染
症が発生し、又はまん延しないように、次に
掲げる措置を講じていますか。 

条例 
第 23条の 2 

    

  ※ 各事項について、同項に基づき事業所に
実施が求められるものであるが、他のサー
ビス事業者との連携等により行うことも差
し支えありません 

平 11企 22 
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点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ① 感染症の予防及びまん延の防止のための
対策を検討する委員会（テレビ電話装置等
を活用して行うことができるものとす
る。）をおおむね 6月に 1回以上開催す
るとともに、その結果について、介護支援
専門員に周知徹底を図っていますか。 

条例 
第 23条の 2 
１項 

 

□ □ □  

  ※イ 感染症の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委

員会であり、感染対策の知識を有する者

を含む、幅広い職種により構成すること

が望ましく、特に、感染症対策の知識を

有する者については外部の者も含め積極

的に参画を得ることが望ましいです。構

成メンバーの責任及び役割分担を明確に

するとともに、専任の感染対策を担当す

る者（以下「感染対策担当者」とい

う。）を決めておくことが必要です。感

染対策委員会は、利用者の状況など事業

所の状況に応じ、おおむね 6月に 1回以

上、定期的に開催するとともに、感染症

が流行する時期等を勘案して必要に応じ

随時開催する必要があります。 
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  感染対策委員会は、テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとしま

す。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を

遵守して下さい 

 

   

 

  なお、感染対策委員会は、他の会議体

を設置している場合、これと一体的に設

置・運営することとして差し支えありま

せん。また、事業所に実施が求められる

ものですが、他のサービス事業者との連

携等により行うことも差し支えありませ

ん。 

 

   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  感染対策委員会は、居宅介護支援事業

所の従業者が１名である場合は、ロの指

針を整備することで、委員会を開催しな

いことも差し支えありません。この場合

にあっては、指針の整備について、外部

の感染管理等の専門家等と積極的に連携

することが望ましいです。 

 

   

 

  ② 感染症の予防及びまん延の防止のための
指針を整備していますか。 

条例 
第 23条の 2 
2項 

□ □ □  

  ※ロ 感染症の予防及びまん延の防止のため
の指針当該事業所における「感染症の予防
及びまん延の防止のための指針」には、平
常時の対策及び発生時の対応を規定してく
ださい。 

平常時の対策としては、事業所内の衛
生管理（環境の整備等）、ケアにかかる
感染対策（手洗い、標準的な予防策）
等、発生時の対応としては、発生状況の
把握、感染拡大の防止、医療機関や保健
所、市町村における事業所関係課等の関
係機関との連携、行政等への報告等が想
定されます。また、発生時における事業
所内の連絡体制や上記の関係機関への連
絡体制を整備し、明記しておくことも必
要です。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例
については、「介護現場における感染対
策の手引き」を参照してください。 
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  ③ 当該指定居宅介護支援事業所において、
介護支援専門員に対し、感染症の予防及び
まん延の防止のための研修及び訓練を定期
的に実施していますか。 

条例 
第 23条の 2 
3項 

□ □ □  

  ※ハ 感染症の予防及びまん延の防止のため
の研修及び訓練 

介護支援専門員等に対する「感染症の
予防及びまん延の防止のための研修」の
内容は、感染対策の基礎的内容等の適切
な知識を普及・啓発するとともに、当該
事業所における指針に基づいた衛生管理
の徹底や衛生的なケアの励行を行うもの
とします。 
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点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  職員教育を組織的に浸透させていくた
めには、当該事業所が定期的な教育（年
１回以上）を開催するとともに、新規採
用時には感染対策研修を実施することが
望ましいです。また、研修の実施内容に
ついても記録することが必要です。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介
護施設・事業所の職員向け感染症対策力
向上のための研修教材」等を活用するな
ど、事業所内で行うものでも差し支えな
く、当該事業所の実態に応じ行ってくだ
さい。 

また、平時から、実際に感染症が発生
した場合を想定し、発生時の対応につい
て、訓練（シミュレーション）を定期的
（年１回以上）に行うことが必要であ
る。訓練においては、感染症発生時にお
いて迅速に行動できるよう、発生時の対
応を定めた指針及び研修内容に基づき、
事業所内の役割分担の確認や、感染対策
をした上でのケアの演習等を実施してく
ださい。 

     

 

 

 訓練の実施は、机上を含めその実施手
法は問わないものの、机上及び実地で実
施するものを適切に組み合わせながら実
施することが適切である。 

     

25  掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、介護支援専門員の勤務の体制、その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示していますか。 

条例 
第 24条 
 

□ □ □  

  ※ 掲示に当たっては次に掲げる点に留意し

てください。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事

項を伝えるべき介護サービスの利用申

込者、利用者又はその家族に対して見

やすい場所のことであること 

ロ 介護支援専門員の勤務の体制につい

ては、職種ごと、常勤・非常勤ごと等

の人数を掲示する趣旨であり、介護支

援専門員の氏名まで掲示することを求

めるものではないこと 
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  ※ 重要事項を記載した書面を当該指定居宅

介護支援事業所に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させることに

より、同項の規定による掲示に代えること

ができます。 

     

  ※ 原則として、重要事項を当該指定居宅介

護支援事業者のウェブサイトに掲載してく

ださい。 

     



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ ウェブサイトとは、法人のホームページ

等又は介護サービス情報講評システムのこ

とをいいます。 

  なお、ウェブサイトへの掲載を行うにあ

たり、介護保険法施行規則第 140 条の 44

各号に掲げる基準に該当する指定居宅介護

支援事業所については、介護サービス情報

制度における報告義務の対象ではないこと

から、基準省令第 22条第 3項の規定によ

るウェブサイトへの掲載は行うことが望ま

しいです。なお、ウェブサイトへの掲載を

行わない場合も、同条第 1項の規定による

掲示は行う必要があるが、これを同条第 2

項や基準省令第 31条第 1項の規定に基づ

く措置に代えることができます。 

     

26  秘密保持 

 

① 介護支援専門員その他の従業者は、正当
な理由がなく、業務上知り得た利用者又は
その家族の秘密を漏らしていませんか。 

条例 
第 25条 
第１項 

□ □ □  

  指定居宅介護支援事業所の介護支援専
門員その他の従業者に、その業務上知り
得た利用者又はその家族の秘密の保持を
義務付けたものです。 
 秘密を保持すべき旨を就業規則に規定
する、誓約書等をとるなどの措置を講じ
てください。 

     

  ② 介護支援専門員その他の従業者であった
者が、正当な理由がなく、その業務上知り
得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ
とがないよう必要な措置を講じています
か。 

第２項 

 

 

 

□ □ □  

  指定居宅介護支援事業所に対して、過
去に当該指定居宅介護支援事業所の介護
支援専門員その他の従業者であった者
が、その業務上知り得た利用者又はその
家族の秘密を漏らすことがないよう必要
な措置を取ることを義務付けたものであ
り、具体的には、指定居宅介護支援事業
者は、当該指定居宅介護支援事業所の介
護支援専門員その他の従業者が、従業者
でなくなった後においてもこれらの秘密
を保持すべき旨を、従業者の雇用時に取
り決め、例えば違約金についての定めを
置くなどの措置を講ずべきこととするも
のです。 
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点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

 

 

 ③ サービス担当者会議等において、利用者
の個人情報を用いる場合は利用者の同意
を、利用者の家族の個人情報を用いる場合
は当該家族の同意を、あらかじめ文書によ
り得ていますか。 

条例 
第 25条 
第 3 項 

□ □ □  

  この同意については、指定居宅介護支
援事業者が、指定居宅介護支援開始時
に、利用者及びその家族の代表から、連
携するサービス担当者間で個人情報を用
いることについて包括的に同意を得るこ
とで足りるものです。 
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  ④ 「個人情報の保護に関する法律」及び
「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱いのためのガイドライン」に
基づき、入居者及びその家族の個人情報を
適切に取り扱っていますか。 

個人情報の保護に関
する法律(平成 15
年法律第 57号) 

医療・介護関係事業
者における個人情報
の適切な取扱いのた
めのガイドライン
(平 16.12.24 厚労
省） 

□ □ □  

  ※ 「個人情報の保護に関する法律」の概要 

① 利用目的をできる限り特定し、その
利用目的の達成に必要な範囲内で個人
情報を取り扱うこと 

 

   

 

  ② 個人情報は適正な方法で取得し、取
得時に本人に対して利用目的の通知又
は公表をすること 

 

   

 

  ③ 個人データについては、正確かつ最
新の内容に保つように努め、安全管理
措置を講じ、従業者及び委託先を監督
すること 

 

   

 

  ④ あらかじめ本人の同意を得なけれ
ば、第三者に個人データを提供しては
ならないこと 

 

   

 

  ⑤ 保有個人データについては、利用目
的などを本人の知り得る状態に置き、
本人の求めに応じて開示・訂正・利用
停止等を行うこと 

 

   

 

  ⑥ 苦情の処理に努め、そのための体制
の整備をすること 

 
   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 「医療・介護関係事業者における個人情
報の適切な取扱いのためのガイダンス」よ
り 

本ガイダンスでは、法の趣旨を踏まえ
医療・介護関係事業者における個人情報
の適正な取扱いが確保されるよう、遵守
すべき事項及び遵守することが望ましい
事項をできる限り具体的に示しており、
各医療・介護関係事業者においては、法
令、「個人情報の保護に関する基本方
針」（平成 16年 4月 2日閣議決定。以下
「基本方針」という。）及び本ガイダン
スの趣旨を踏まえ、個人情報の適正な取
扱いに取り組む必要がある。 

     

  ※ 個人情報については、安全管理の観点
(第三者の目につかないようにする等)か
ら、鍵のかかるロッカー・キャビネット等
への保管が望ましいです。 

     

27  広告 事業所について広告をする場合において
は、その内容が虚偽又は誇大なものとなって
いませんか。 

条例 
第 26条 

□ □ □   

28  居宅サービ
ス事業者等
からの利益
収受の禁止
等 

① 事業者及び管理者は、居宅サービス計画
の作成又は変更に関し、当該事業所の介護
支援専門員に対して、特定の居宅サービス
事業者等によるサービスを位置付けるべき
旨の指示等を行っていませんか。 

条例 
第 27条 
第 1 項 

□ □ □   

  事業者又は管理者が、同一法人系列の
居宅サービス事業者のみを位置づけるよ
うに指示すること等により、解決すべき
課題に反するばかりでなく、事実上他の
居宅サービス事業者の利用を妨げること
を指すものです。 

また、介護支援専門員は、居宅介護支
援費の加算を得るために、解決すべき課
題に即さない居宅サービスを居宅サービ
ス計画に位置づけることがあってはなり
ません。 
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  ② 介護支援専門員は、居宅サービス計画の
作成又は変更に関し、利用者に対して特定
の居宅サービス事業者等によるサービスを
利用すべき旨の指示等を行っていません
か。 

条例 
第 27条 
第 2 項 

□ □ □  

  ③ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者
は、居宅サービス計画の作成又は変更に関
し、利用者に対して特定の居宅サービス事
業者等によるサービスを利用させることの
対償として、当該居宅サービス事業者等か
ら金品その他の財産上の利益を収受してい
ませんか。 

条例 
第 27条 
第３項 

□ □ □  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

29  苦情処理 ① 自ら提供した指定居宅介護支援又は自ら
が居宅サービス計画に位置付けた指定居宅
サービス等（指定居宅介護支援等）に対す
る利用者及びその家族からの苦情に迅速か
つ適切に対応していますか。 

条例 
第 28条 
第 1 項 □ □ □ 

 

  具体的には、指定居宅介護支援等につ
いての苦情の場合には、当該事業者は、
利用者又はその家族、指定居宅サービス
事業者等から事情を聞き、苦情に係る問
題点を把握の上、対応策を検討し必要に
応じて利用者に説明しなければなりませ
ん。 
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  指定居宅介護支援事業者は、当該事業
所における苦情を処理するために講ずる
措置の概要について明らかにし、相談窓
口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等
を、利用者にサービスの内容を説明する
文書に記載するとともに、事業所にも掲
示し、かつ、ウェブサイトに掲載するべ
きものです。なお、ウェブサイトへの掲
載に関する取扱いは「25掲示」に準じま
す。 
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  ② ①の苦情を受け付けた場合は、当該苦情
の内容等を記録していますか。 

条例 
第 28条 
第 2 項 

□ □ □   

  ※ 苦情がサービスの質の向上を図る上での
重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の
内容を踏まえ、サービスの質の向上に向け
た取組を自ら行ってください。 
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  ※ 苦情の内容等の記録は、2年間保存しな
ければなりません。 

  なお、記録の整備については、台帳等を
作成し記録するとともに、利用者個票等に
個別の情報として記録することが望ましい
です。 

     

  ③ 自ら提供した指定居宅介護支援に関し、
市町村が行う文書その他の物件の提出、若
しくは提示の求め又は市町村の職員からの
質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦
情に関し市町村が行う調査に協力するとと
もに、指導又は助言を受けた場合、当該指
導又は助言に従って必要な改善を行ってい
ますか。 

条例 
第 28条 
第３項 

□ □ □   

  ④ 市町村からの求めがあった場合には、③
の改善の内容を市町村に報告しています
か。 

条例 
第 28条 
第４項 

□ □ □   

  ⑤ 自ら居宅サービス計画に位置付けた指定
居宅サービス又は地域密着型サービスに対
する苦情の国民健康保険団体連合会への申
立てに関して、利用者に対し必要な援助を
行っていますか。 

条例 
第 28条 
第５項 

□ □ □   



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ⑥ 指定居宅介護支援等に対する利用者から
の苦情に関して、国民健康保険団体連合会
が行う調査に協力するとともに、自ら提供
した指定居宅介護支援に関して指導又は助
言を受けた場合は、当該指導又は助言に従
って必要な改善を行っていますか。 

条例 
第 28条 
第６項 

□ □ □  

  ⑦ 国民健康保険団体連合会からの求めがあ
った場合には、⑥の改善の内容を国民健康
保険団体連合会に報告していますか。 

第７項 □ □ □  

30  事故発生時
の対応 

① 利用者に対する指定居宅介護支援の提供
により事故が発生した場合には、速やかに
市町村、利用者の家族等に連絡を行うとと
もに、必要な措置を講じていますか。 

条例 
第 29条 
第１項 

□ □ □  

  ② ①の事故の状況及び事故に際して採った
処置を記録していますか。 

第２項 □ □ □  

  ③ 利用者に対する指定居宅介護支援の提供
により賠償すべき事故が発生した場合に
は、損害賠償を速やかに行っていますか。 

第３項 □ □ □   

  利用者が安心して指定居宅介護支援の
提供を受けられるよう事故発生時の速や
かな対応を規定したものです。 

指定居宅介護支援事業者は、利用者に
対する指定居宅介護支援の提供により事
故が発生した場合は、市町村、当該利用
者の家族等に連絡し、必要な措置を講じ
るべきこととするとともに、当該事故の
状況及び事故に際して採った処置につい
て記録し、また、利用者に対する指定居
宅介護支援の提供により賠償すべき事故
が発生した場合には、損害賠償を速やか
に行うべきこととしたものです。 

     

  なお、条例第３１条第２項の規定に基
づき、事故の状況及び事故に際して採っ
た処置についての記録は、2 年間保存し
なければなりません。 

 

   

 

  そのほか、次の点に留意してください。 

ア 利用者に対する指定居宅介護支援の提
供により事故が発生した場合の対応方
法について、あらかじめ定めておくこ
とが望ましいこと。 
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イ 賠償すべき事態となった場合には、速
やかに賠償しなければならないため、
事業者は損害賠償保険に加入しておく
か、若しくは賠償資力を有することが
望ましいこと。 

 

   

 

ウ 事故が生じた際にはその原因を解明
し、再発生を防ぐための対策を講じる
こと。 

 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

31  虐待の防止  虐待の発生又はその再発を防止するため、
次に掲げる措置を講じていますか。 

① 事業所における虐待の防止のための対策
を検討する委員会（テレビ電話装置等を活
用して行うことができるものとする。）を
定期的に開催するとともに、その結果につ
いて、介護支援専門員に周知徹底を図るこ
と。 

条例 
第 29条の 2 
 

□ □ □  

  ※ 虐待防止検討委員会は、具体的には、次
のような事項について検討することとしま
す。その際、そこで得た結果（事業所にお
ける虐待に対する体制、虐待等の再発防止
策等）は、従業者に周知徹底を図ってくだ
さい。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内
の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関
すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容
に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報
告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、
市への通 
報が迅速かつ適切に行われるための方
法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原
因等の分析から得られる再発の確実な
防止策に関すること 

ト ヘの再発の防止策を講じた際に、そ
の効果に 
ついての評価に関すること 

 

   

 

  ※ 「虐待の防止のための対策を検討する委
員会」（以下「虐待防止検討委員会」とい
う。）は、虐待等の発生の防止・早期発見
に加え、虐待等が発生した場合はその再発
を確実に防止するための対策を検討する委
員会であり、管理者を含む幅広い職種で構
成してください。 
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 構成メンバーの責務及び役割分担を明確に
するとともに、定期的に開催することが必
要です。また、事業所外の虐待防止のため
の専門家を委員として積極的に活用するこ
とが望ましいです。 

  ※ 虐待等の事案については、虐待等に係る
諸般の事情が、複雑かつ機微なものである
ことが想定されるため、その性質上、一概
に従業者に共有されるべき情報であるとは
限られず、個別の状況に応じて慎重に対応
してください。 

 

   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 虐待防止検討委員会は、他の会議体を設
置している場合、これと一体的に設置・運
営することとして差し支えありません。ま
た、事業所に実施が求められるものであり
ますが、他のサービス事業者との連携によ
り行うことも差し支えありません。 

 

   

 

  ※ 虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置
等を活用して行うことができます。この
際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医
療・介護関係事業者における個人情報の適
切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労
働省「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」等を遵守してください。 

     

  ② 事業所における虐待の防止のための指針
を整備すること。 

条例 
第 29条の 2 

□ □ □  

  ※ 「虐待の防止のための指針」には、次の
ような項目を盛り込むこととします。 

 イ 事業所における虐待の防止に関する基
本的考え方 

 ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の
組織に関する事項 

 ハ 虐待の防止のための職員研修に関する
基本方針 

 ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関
する基本方針 

 ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体
制に関する事項 

 へ 成年後見制度利用支援に関する事項 

 ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事
項 

 チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関
する事項 

 リ その他虐待の防止のための推進のため
に必要な事項 
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  ③ 事業所において、介護支援専門員に対
し、虐待の防止のための研修を定期的に実
施すること。 

条例 
第 29条の 2 □ □ □ 

 

  ※ 従業者に対する虐待の防止のための研修
の内容としては、虐待等の防止に関する基
礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する
ものであるとともに、事業所における指針
に基づき、虐待の防止の徹底を行うものと
します。 
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  ※ 指針に基づいた研修プログラムを作成
し、定期的な研修（年 1回以上）を実施す
るとともに、新規採用時には必ず虐待防止
のための研修を実施することが重要です。
また、研修の内容について記録してくださ
い。 

  研修の実施は、事業所内での研修で差し
支えありません。 

 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ④ ①～③に掲げる措置を適切に実施するた
めの担当者を置くこと。 

条例 
第 29条の 2 □ □ □ 

 

  ※ 事業所における虐待を防止するための体
制として①～③に掲げる措置を適切に実施
するため、専任の担当者を置くことが必要
です。当該担当者は虐待防止検討委員会の
責任者と同一の従業者が努めることが望ま
しいです。なお、同一事業所内での複数担
当（※）の兼務や他の事業所・施設等との
担当（※）の兼務については、担当者とし
ての職務に支障がなければ差し支えありま
せん。ただし、日常的に兼務先の各事業所
内の業務に従事しており、利用者や事業所
の状況を適切に把握している者など、各担
当者としての職務を遂行する上で支障がな
いと考えられる者を選任してください。 

 （※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡
予防対策担当者（看護師が望まし
い。）、感染対策担当者（看護師が
望ましい。）事故の発生又はその再
発を防止するための措置を適切に実
施するための担当者、虐待の発生又
はその再発を防止するための措置を
適切に実施するための担当者。 
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32  会計の区分 

 

① 事業所ごとに経理を区分するとともに、
指定居宅介護支援の事業の会計とその他の
事業の会計を区分していますか。 

条例 
第 30条 

□ □ □  

  ② 会計処理は、「指定介護老人福祉施設等
に係る会計処理等の取扱いについて（平成
12年 3月 10日・老計第 8号」及び「介
護保険の給付対象事業における会計の区分
について（平成 13年 3月 28日・老振 18
号）」を参考として適切に行われています
か。 
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33  記録の整備 ① 従業者、設備、備品及び会計に関する諸
記録を整備していますか。 

条例 
第 31条 
第１項 

□ □ □   

  ② 次のア～カに掲げる記録を整備し、その
完結の日から２年間保存していますか。但
し、ア～イについては５年間です。 

第２項      

  ア 条例第 15条第 13号に規定する指定居
宅サービス事業者等との連絡調整に関
する記録 

  □ □ □   

  イ 個々の利用者ごとに次の事項を記載し
た居宅介護支援台帳 

(ア) 居宅サービス計画 

(イ) 条例第 15条第 7号に規定するア
セスメントの結果の記録 

(ウ) 条例第 15条第 9号に規定するサ
ービス担当者会議等の記録 

(エ) 条例第 15条第 14号に規定する
モニタリングの結果の記録 

  □ □ □   



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ウ 条例第 15条第 2号の 3の規定による
身体的拘束等の態様及び時間、その際
の利用者の心身の状況並びに緊急やむ
を得ない理由の記録 

 □ □ □  

  エ 条例第 18条に規定する市町村への通
知に係る記録 

 □ □ □  

  エ 条例第 28条第 2項に規定する苦情の
内容等の記録 

 □ □ □  

  オ 条例第 29条第 2項に規定する事故の
状況及び事故に際して採った処置につ
いての記録 

 □ □ □   

  ※ 「その完結の日」とは、個々の利用
者につき、契約終了（契約の解約・解
除、他の施設への入所、利用者の死
亡、利用者の自立等）により一連のサ
ービス提供が終了した日を指します。 

     

Ⅱ 人員に関する基準 

34  電磁的記録
等 

① 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介
護支援の提供に当たる者は、作成、保存そ
の他これらに類するもののうち、この省令
の規定において書面（書面、書類、文書、
謄本、抄本、正本、副本、複本その他文
字、図形等人の知覚によって認識すること
ができる情報が記載された紙その他の有体
物をいう。以下この条において同じ。）で
行うことが規定されている又は想定される
もの（条例第 9条（第 32条において準用
する場合を含む。）及び第 15条第 28 号
（第 32条において準用する場合を含
む。）並びに次項に規定するものを除
く。）については、書面に代えて、当該書
面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的
方式その他人の知覚によっては認識するこ
とができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。）により行うことができ
ます。 

条例 
第 33条 
 

□ □ □  

 
 

※電磁的記録について 

基準第 31条第 1 項は、指定居宅介護
支援事業者及び指定居宅介護支援の提供
に当たる者（以下「事業者等」とい
う。）の書面の保存等に係る負担の軽減
を図るため、事業者等は、この省令で規
定する書面（被保険者証に関するものを
除く。）の作成、保存等を次に掲げる電
磁的記録により行うことができることと
したものです。 
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(1) 電磁的記録による作成は、事業者等
の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法または磁気デ
ィスク等をもって調製する方法による
こと。 

 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

 
 

(2) 電磁的記録による保存は、以下のい
ずれかの方法によること。 

ア 作成された電磁的記録を事業者等の
使用に係る電子計算機に備えられた
ファイル又は磁気ディスク等をもっ
て調製するファイルにより保存する
方法 

イ 書面に記載されている事項をスキャ
ナ等により読み取ってできた電磁的
記録を事業者等の使用に係る電子計
算機に備えられたファイル又は磁気
ディスク等をもって調製するファイ
ルにより保存する方法 

 

   

 

 
 

(3) その他、基準第 31 条第１項におい
て電磁的記録により行うことができる
とされているものは、①及び②に準じ
た方法によること。 

 

   

 

  (4) また、電磁的記録により行う場合
は、個人情報保護委員会・厚生労働省
「医療・介護関係事業者における個人
情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」及び厚生労働省「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン」
等を遵守すること。 

 

   

 

  ② 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介
護支援の提供に当たる者は、交付、説明、
同意、承諾その他これらに類するもの（以
下「交付等」という。）のうち、この省令
の規定において書面で行うことが規定され
ている又は想定されるものについては、当
該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代
えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方
法その他人の知覚によって認識することが
できない方法をいう。）によることができ
ます。 

 □ □ □  

  ※電磁的方法について 
基準第 31条第 2項は、利用者及びその
家族等（以下「利用者等」という。）
の利便性向上並びに事業者等の業務負
担軽減等の観点から、事業者等は、書
面で行うことが規定されている又は想
定される交付等（交付、説明、同意、
承諾、締結その他これに類するものを
いう。）について、事前に利用者等の
承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方
法によることができることとしたもの
です。 
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  (1) 電磁的方法による交付は、基準第 

４条第 2項から第 8項までの規定に 

準じた方法によること。 

 

   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  (2) 電磁的方法による同意は、例えば 

  電子メールにより利用者等が同意の
意思表示をした場合等が考えられる
こと。なお、「押印についての Q＆A
（令和 2年 6月 19日内閣府・法務
省・経済産業省）」を参考にするこ
と。 

 

   

 

  (3) 電磁的方法による締結は、利用者
等・事業者等の間の契約関係を明確に
する観点から、書面における署名又は
記名・押印に代えて、電子署名を活用
することが望ましいこと。なお、「押
印についてのＱ＆Ａ（令和 2年 6 月
19日内閣府・法務省・経済産業
省）」を参考にすること。 

 

   

 

     (4) その他、基準第 31 条第２項におい
て電磁的方法によることができるとさ
れているものは、①から③までに準じ
た方法によること。ただし、基準又は
この通知の規定により電磁的方法の定
めがあるものについては、当該定めに
従うこと。 

 

   

 

     (5) また、電磁的方法による場合は、個
人情報保護委員会・厚生労働省「医
療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱いのためのガイダンス」
及び厚生労働省「医療情報システムの
安全管理に関するガイドライン」等を
遵守すること。 

 

   

 

Ⅳ 変更の届出等 

35  

 

 

変更の届出
等 

事業所の名称及び所在地その他下記の事項
に変更があったとき、又は事業を再開したと
きは、10日以内にその旨を町長に届け出て
いますか。 

法 
第 82条 
第 1 項 

□ □ □   

  ① 事業所の名称及び所在地 

② 申請者の名称及び主たる事務所の所
在地並びにその代表者の氏名、生年月
日、住所及び職名 

③ 申請者の登記事項証明書又は条例等
（当該指定居宅介護支援事業に関する
ものに限る） 

④ 事業所の平面図 

⑤ 事業所の管理者の氏名、生年月日、
住所及び経歴 

⑥ 運営規程 

⑦ 介護支援専門員の氏名及びその登録
番号 

     

  ※ 当該事業を廃止し、又は休止しようとす
るときは、その廃止又は休止の日の 1月前
までに、その旨を町長に届け出てくださ
い。 

     



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

Ⅴ 加算・減算 

※算定（届出）していない加算については、「非該当」にチェックしてください。 

36  居宅介護支
援費 

(1) 居宅介護支援費(Ⅰ) 

利用者に対して居宅介護支援を行い、か
つ、月の末日において国民健康保険団体連合
会に対し、給付管理票を提出している居宅介
護支援事業者について、次の①～③の各区分
に応じ、それぞれ所定単位数を算定していま
すか。 

なお、(2)居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する
場合には、算定しません。 

① 取扱件数が 45未満の場合又は 45以 
上の場合の 45未満の部分について、利用
者の要介護状態区分に応じて算定する。 

居宅介護支援費(ⅰ) 

② 取扱件数が 45以上の場合の 45以上 
60未満の部分について、利用者の要介護
状態区分に応じて算定する。 

居宅介護支援費(ⅱ) 

③ 取扱件数が 40以上の場合の 60以上 
の部分について、利用者の要介護状態区分
に応じて算定する。 

居宅介護支援費(ⅲ) 

 □ □ □  

  (2) 居宅介護支援費(Ⅱ) 

情報通信機器（人工知能関連技術を活用し
たものを含む。）の活用又は事務職員の配置
を行っている居宅介護支援事業者が利用者に
対して指定居宅介護支援を行い、かつ、月の
末日において国民健康保険団体連合会に給付
管理票を提出している場合について、次に掲
げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定
していますか。 

① 取扱件数が 50未満の場合又は 50以 
上の場合の 50未満の部分について、利用
者の要介護状態区分に応じて算定する。 

 居宅介護支援費(ⅰ) 

② 取扱件数が 50以上の場合の 50以上 
60未満の部分について、利用者の要介護
状態区分に応じて算定する。 

 居宅介護支援費(ⅱ) 

③ 取扱件数が 45以上の場合の 60以上 
の部分について、利用者の要介護状態区分
に応じて算定する。 

 居宅介護支援費(ⅲ) 

 □ □ □  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 基本単位の居宅介護支援費(ⅰ)、居宅介

護支援費(ⅱ)、居宅介護支援費(ⅲ)を区分

するための取扱件数の算定方法は、事業所

全体の利用者(月末に給付管理を行ってい

る者をいう）の総数に介護予防支援事業者

から委託を受けた介護予防支援に係る利用

者の数に 3分の 1を乗じた数を加えた数

を当該事業所の常勤換算方法により算定し

た介護支援専門員の員数で除して得た数と

します。 

要介護者の数＋要支援者の数×１/3 

介護支援専門員の数（常勤換算方法） 

＝取扱件数 

 

   

 

  ※ 「公益社団法人国民健康保険中央会（昭

和 34 年１月１日に社団法人国民健康保

険中央会という名称で設立された法人をい

う。）が運用及び管理を行う指定居宅介護

支援事業者及び指定居宅サービス事業者等

の使用に係る電子計算機と接続された居宅

サービス計画の情報の共有等のための情報

処理システム」は、いわゆる「ケアプラン

データ連携システム」を指しており、ケア

プランデータ連携システムの利用申請を

し、クライアントソフトをインストールし

ている場合に当該要件を満たしていること

となり、当該システムによる他の居宅サー

ビス事業者とのデータ連携の実績は問いま

せん。 

 

   

 

  ※ 事務職員の配置 

事務職員については、当該事業所の介

護支援専門員が行う指定居宅介護支援等

基準第 13条に掲げる一連の業務等の負担

軽減や効率化に資する職員としますが、

その勤務形態は常勤の者でなくても差し

支えありません。なお、当該事業所内の

配置に限らず、同一法人内の配置でも認

められます。勤務時間数については特段

の定めを設けていないが、当該事業所に

おける業務の実情を踏まえ、適切な数の

人員を配置する必要があります。 

 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 居宅介護支援費(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の利
用者ごとの割り当てに当たっては、利用者
の契約日が古いものから順に、1件目から
44件目(常勤換算方法で１を超える数の介
護支援専門員がいる場合にあっては、45
にその数を乗じた数から 1を減じた件数ま
で)については居宅介護支援費(ⅰ)を算定
し、45件目（常勤換算方法で 1を超える
数の介護支援専門員がいる場合にあって
は、45にその数を乗じた件数）以降につ
いては、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介
護支援費(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。ただ
し、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合
は、「44 件目」を「49件目」と、
「45」を「50」と読み替えます。 

 

   

 

  ※ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設
に入所した場合には、死亡、入所等の時点
で居宅介護支援を行っており、かつ、給付
管理票を市町村（審査支払いを国保連合会
に委託している場合は、国保連合会）に届
け出ている事業者について、居宅介護支援
費を算定します。 

 

   

 

  ※ 月の途中で、事業者の変更がある場合に
は、利用者に対して月末時点で居宅介護支
援を行い、給付管理票を国保連合会に提出
する事業者について居宅介護支援費を算定
する趣旨であるため、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定します（た
だし、月の途中で他の市町村に転出する場
合を除きます）。 

 

   

 

  ※ 月の途中で、要介護度に変更があった場
合には、月末における要介護度区分に応じ
た報酬を請求します。 

 

   

 

  ※ 月の途中で、利用者が他の市町村に転出
する場合には、転出の前後のそれぞれの支
給限度額は、それぞれの市町村で別々に管
理することになることから、転入日の前日
までの給付管理票と転入日以降の給付管理
票も別々に作成します。この場合、それぞ
れの給付管理票を同一の居宅介護支援事業
者が作成した場合であっても、それぞれに
ついて居宅介護支援費が算定されます。 

 

   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ サービス利用票の作成が行われなかった
月及びサービス利用票を作成した月におい
ても利用実績のない月については、給付管
理票を作成できないため、居宅介護支援費
は請求できません。ただし、病院若しくは
診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若
しくは介護保険施設（以下「病院等」とい
う。）から退院又は退所する者等であっ
て、医師が一般に認めれている医学的知見
に基づき回復の見込みがないと診断した利
用者については、当該利用者に対してモニ
タリング等の必要なケアマネジメントを行
い、給付管理票の作成など、請求にあたっ
て必要な書類の整備を行っている場合は請
求することができます。なお、その際は居
宅介護支援費を算定した旨を適切に説明で
きるよう、個々のケアプラン等において、
記録を残しつつ、居宅介護支援事業所にお
いて、それらの書類等を管理しておく必要
があります。 

 

   

 

37 3
7 
高齢者虐待
防止措置未
実施減算 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ
ない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減
算として、所定単位数の 100分の 1に相当
する単位数を減算していますか。 

 □ □ □  

  ※ 厚生労働大臣が定める基準 

指定居宅介護支援等基準第 27条の 2に規
定する基準に適合していること。 

     

  ※ 事業所において高齢者虐待が発生した場
合ではなく、指定居宅介護支援等基準第
27条の 2に規定する措置を講じていない
場合に、利用者全員について所定単位数か
ら減算することとなります。具体的には、
高齢者虐待防止のための対策を検討する委
員会を定期的に開催していない、高齢者虐
待防止のための指針を整備していない、高
齢者虐待防止のための年１回以上の研修を
実施していない又は高齢者虐待防止措置を
適正に実施するための担当者を置いていな
い事実が生じた場合、速やかに改善計画を
都道府県知事に提出した後、事実が生じた
月から３月後に改善計画に基づく改善状況
を都道府県知事に報告することとし、事実
が生じた月の翌月から改善が認められた月
までの間について、利用者全員について所
定単位数から減算することとします。 

     

38  業務継続計
画未策定減
算 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな
い場合は、業務継続計画未策定減算として、
所定単位数の 100 分の 1に相当する単位数
を減算していますか。 

 □ □ □  

  ※ 厚生労働大臣が定める基準 

指定居宅介護支援等基準第 19条の 2第 1
項に規定する基準に適合していること。 

     



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 指定居宅介護支援等基準第 19条の 2 第
1項に規定する基準を満たさない事実が生
じた場合に、その翌月（基準を満たさない
事実が生じた日が月の初日である場合は当
該月）から基準に満たない状況が解消され
るに至った月まで、当該事業所の利用者全
員について、所定単位数から減算します。 

     

  ※ 経過措置として、令和 7年 3月 31日ま
での間、当該減算は適用しませんが、義務
となっていることを踏まえ、速やかに作成
してください。 

     

39  同一敷地内
建物等に居
住する利用
者に対する
取扱い 

指定居宅介護支援事業所の所在する建物と
同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物
若しくは指定居宅介護支援事業所と同一の建
物（以下この注において「同一敷地内建物
等」という。）に居住する利用者又は指定居
宅介護支援事業所における１月当たりの利用
者が同一の建物に 20人以上居住する建物
（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利
用者に対して、指定居宅介護支援を行った場
合は、所定単位数の 100分の 95に相当する
単位数を算定していますか。 

 □ □ □  

  ① 同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、当該指定居
宅介護支援事業所と構造上又は外形上、一
体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接す
る敷地（当該指定居宅介護支援事業所と建
築物が道路等を挟んで設置している場合を
含む。）にある建築物のうち効率的なサー
ビス提供が可能なものを指すものである。
具体的には、一体的な建築物として、当該
建物の１階部分に指定居宅介護支援事業所
がある場合や当該建物と渡り廊下でつなが
っている場合など、同一の敷地内若しくは
隣接する敷地内の建物として、同一敷地内
にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟
んで隣接する場合などが該当するものであ
ること。 

     

  ② 同一の建物に 20人以上居住する建物
（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

ア 指定居宅介護支援事業所における１
月当たりの利用者が同一の建物に 20 
人以上居住する建物」とは、①に該当
するもの以外の建築物を指すものであ
り、当該建築物に当該指定居宅介護支
援事業所の利用者が 20 人以上居住す
る場合に該当し、同一敷地内にある別
棟の建物や道路を挟んで隣接する建物
の利用者数を合算するものではない。 

 イ この場合の利用者数は、当該月におい
て当該指定居宅介護支援事業者が提出し
た給付管理票に係る利用者のうち、該当
する建物に居住する利用者の合計とす
る。 

     



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ③ 本扱いは、指定居宅介護支援事業所と建
築物の位置関係により、効率的な居宅介護
支援の提供が可能であることを適切に評価
する趣旨であることに鑑み、本取扱いの適
用については、位置関係のみをもって判断
することがないよう留意すること。具体的
には、次のような場合を一例として、居宅
介護支援の提供の効率化につながらない場
合には、減算を適用するべきではないこ
と。 

 （同一敷地内建物等に該当しないものの
例） 

 ・ 同一敷地内であっても、広大な敷地に
複数の建物が点在する場合 

 ・ 隣接する敷地であっても、道路や河川
などに敷地が隔てられており、横断する
ために迂回しなければならない場合 

     

  ④ ①及び②のいずれの場合においても、同
一の建物については、当該建築物の管理、
運営法人が当該指定居宅介護支援事業所の
指定居宅介護支援事業者と異なる場合であ
っても該当するものであること。 

     

40  運営基準減
算(50/100) 

(1) 別に厚生労働大臣が定める基準に該当す
る場合には、運営基準減算として、所定単
位数の 100 分の 50に相当する単位数を算
定していますか。 

 □ □ □   



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 別に厚生労働大臣が定める基準 

以下の①から⑧までに定める規定に適合し
ていないこと。 

①基準第 4条第 2項 

サービス提供開始の際の文書の交付説
明 

②基準第 13条第 7号 

アセスメントに当たり居宅訪問による
面接 

③基準第 13条第 9号 

計画原案に係るサービス担当者会議の
開催  

④基準第 13条第 10号 

居宅サービス計画原案の説明と同意 

⑤基準第 13条第 11号 

居宅サービス計画を利用者及び担当者
へ交付）  

⑥基準第 13条第 14号 

１月１回の居宅訪問･面接及びモニタ
リング結果の記録 

⑦基準第 13条第 15号 

更新認定時等のサービス担当者会議開
催） 

⑧基準第 13条第 16号 

計画変更時の準用 

 

   

 

  ※ 居宅介護支援の業務が適切に行われない
場合 

① 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、
あらかじめ利用者又はその家族に対して、
利用者は複数の指定居宅サービス事業者等
を紹介するよう求めることができることに
ついて説明を行っていない場合には、契約
月から当該状態が解消されるに至った月の
前月まで減算します。 

 

   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ② 居宅サービス計画の新規作成及びその変
更に当たっては、次の場合に減算します。 

ア 事業所の介護支援専門員が、利用者の
居宅を訪問し、利用者及びその家族に面
接していない場合には、当該居宅サービ
ス計画に係る月（以下「当該月」とい
う）から当該状態が解消されるに至った
月の前月まで減算します。 

イ 事業所の介護支援専門員が、サービス
担当者会議の開催等を行っていない場合
（やむを得ない事情がある場合を除く。
以下同じ）には、当該月から当該状態が
解消されるに至った月の前月まで減算し
ます。 

ウ 事業所の介護支援専門員が、居宅サー
ビス計画の原案の内容について利用者又
はその家族に対して説明し、文書により
利用者の同意を得た上で、居宅サービス
計画を利用者及び担当者に交付していな
い場合には、当該月から当該状態が解消
されるに至った月の前月まで減算しま
す。 

 

   

 

  

③ 次に掲げる場合においては、事業所の介
護支援専門員が、サービス担当者会議等を
行っていないときには、当該月から当該状
態が解消されるに至った月の前月まで減算
します。 

ア 居宅サービス計画を新規に作成した場
合 

イ 要介護認定を受けている利用者が要介
護更新認定を受けた場合 

ウ 要介護認定を受けている利用者が要介
護状態区分の変更の認定を受けた場合 

 
    



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  

④ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービ
ス計画の実施状況の把握（モニタリング）
に当たっては、次の場合に減算します。 

ア 事業所の介護支援専門員が次に掲げるい
ずれかの方法により、利用者に面接してい
ない場合には、特段の事情のない限り、そ
の月から当該状態が解消されるに至った月
の前月まで減算します。 

 Ⅰ）１月に１回、利用者の居宅を訪問する
ことによって行う方法。 

 Ⅱ）次のいずれにも該当する場合であっ
て、２月に１回、利用者の居宅を訪問
し、利用者の居宅を訪問しない月にお
いては、テレビ電話装置等を活用して
行う方法。 

a テレビ電話装置等を活用して面接
を行うことについて、文書により利
用者の同意を得ていること。 

b サービス担当者会議等において、
次に掲げる事項について主治の医
師、担当者その他の関係者の合意を
得ていること。 

     （ⅰ）利用者の心身の状況が安定し
ていること。 

     （ⅱ）利用者がテレビ電話装置等を
活用して意思疎通を行うこと
ができること。 

     （ⅲ）介護支援専門員が、テレビ電
話装置等を活用したモニタリ
ングでは把握できない情報に
ついて、担当者から提供を受
けること。 

イ 事業所の介護支援専門員がモニタリン
グの結果を記録していない状態が 1月以
上継続する場合には、特段の事情のない
限り、その月から当該状態が解消される
に至った月の前月まで減算します。 

     

  
(2) 運営基準減算が 2月以上継続している場
合に、所定単位数は算定していませんか。 

 □ □ □  

41  
特定事業所
集中減算 

(1) 別に厚生労働大臣が定める基準に該当す
る場合には、特定事業所集中減算として、1
月につき 200単位を所定単位数から減算し
ていますか。 

 □ □ □  

  

※ 厚生労働大臣が定める基準 

正当な理由なく、事業所において前 6月間
に作成した居宅サービス計画に位置付けられ
た訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地
域密着型通所介護（以下、「訪問介護サービ
ス等」という。）の提供総数のうち、同一の
訪問介護サービス等に係る事業者によって提
供されたものの占める割合が 100 分の 80 を
超えていること。 

     



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  

(2) 毎年度 2回、特定事業所集中減算に該当
するかどうかの判定を適切に行っています
か。 

 □ □ □  

  

※ 特定事業所集中減算の取扱いについて 

 ① 判定期間と減算適用期間 

   居宅介護支援事業所は、毎年度 2回、
次の判定期間における当該事業所におい
て作成された居宅サービス計画を対象と
し、減算の要件に該当した場合は、次に
掲げるところに従い、当該事業所が実施
する減算適用期間の居宅介護支援のすべ
てについて減算を適用します。 

  ア 判定期間が前期（3月 1日から 8 月
末日）の場合は、減算適用期間を 10月
1日から 3月 31日までとする。 

  イ 判定期間が前期（9月 1日から 2 月
末日）の場合は、減算適用期間を 4月
1日から 9月 30日までとする。 

     

  

 ② 判定方法 

事業所ごとに、当該事業所において判定
期間に作成された居宅サービス計画のう
ち、訪問介護サービス等が位置付けられた
居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、
訪問介護サービス等それぞれについて、最
もその紹介件数の多い法人（以下、「紹介
率最高法人」という。）を位置付けた居宅
サービス計画の数の占める割合を計算し、
訪問介護サービス等のいずれかについて
80%を超えた場合に減算します。 

 （具体的な計算式） 

事業所ごとに、それぞれのサービスにつ
き、次の計算式により計算し、いずれかの
サービスの値が 80%を超えた場合に減算
します。 

当該サービスに係る紹介率最高法人の居
宅サービス計画数÷当該サービスを位置付
けた計画数 

     



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  

③ 算定手続き 

判定期間が前期の場合については 9月
15日までに、判定期間が後期の場合につ
いては 3月 15日までに、すべての居宅介
護支援事業者は、次に掲げる事項を記載し
た書類を作成し、算定の結果 80%を超え
た場合については当該書類を市長に提出し
なければなりません。なお、80%を超え
なかった場合についても、当該書類は、各
事業所において 2年間保存しなければな
りません。 

  ア 判定期間における居宅サービス計画
の総数 

  イ 訪問介護サービス等のそれぞれが位
置付けられた居宅サービス計画数 

  ウ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹
介率最高法人が位置付けられた居宅サ
ービス計画数並びに紹介率最高法人の
名称、住所、事務所名及び代表者名 

  エ ②の算定方法で計算した割合 

  オ ②の算定方法で計算した割合が 80％
を超えている場合であって正当な理由
がある場合においては、その正当な理
由 

     



 

 

   ④ 正当な理由の範囲 

③で判定した割合が 80%を超える場
合には、80%を超えるに至ったことにつ
いて正当な理由がある場合においては、
当該理由を市長に提出してください。な
お、町長が当該理由を不適当と判断した
場合は特定事業所集中減算を適用するも
のとして取り扱います。正当な理由とし
て考えられる理由を例示すれば次のよう
なものでありますが、実際の判断に当た
っては、地域的な事情等も含め諸般の事
情を総合的に勘案し正当な理由に該当す
るかどうかを市長において判断します。 

  ア 居宅介護支援事業者の通常の事業の
実施地域に訪問介護サービス等が各サ
ービスごとでみた場合に 5事業所未満
である場合などサービス事業所が少数
である場合 

   （例）訪問介護事業所として 4事業
所、通所介護事業所として 10事業
所が所在する地域の場合、訪問介
護について紹介率最高法人を位置
づけた割合が 80％を超えても減算
は適用されないが、通所介護事に
ついて 80％を超えた場合には減算
が適用されます。 

   （例）訪問介護事業所として 4事業
所、通所介護事業所として 4事業
所が所在する地域の場合、訪問介
護及び通所介護それぞれについて
紹介率最高法人を位置づけた割合
が 80％を超えた場合でも、減算は
適用されません。 

  イ 特別地域居宅介護支援加算を受けて
いる事業者である場合 

  ウ 判定期間の 1月当たりの平均居宅サ
ービス計画件数が 20件以下であるなど
事業所が小規模である場合 

  エ 判定期間の 1月当たりの居宅サービ
ス計画のうち、それぞれのサービスが
位置付けられた計画件数が１月当たり
平均 10件以下であるなど、サービスの
利用が少数である場合 

   （例）訪問介護が位置付けられた計画
件数が 1月当たり平均 5件、通所
介護が位置付けられた計画件数が
1月当たり平均 20件の場合は、訪
問介護について紹介率最高法人を
位置づけた割合が 80％を超えても
減算は適用されないが、通所介護
について 80％を超えた場合には減
算が適用されます。 

  オ サービスの質が高いことによる利用
者の希望を勘案した場合などにより特
定の事業者に集中していると認められ
る場合 

   （例）利用者から質が高いことを理由
に当該サービスを利用したい旨の
理由書の提出を受けている場合で
あって、地域ケア会議等に当該利

     



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

用者の居宅サービス計画を提出
し、支援内容についての意見・助
言を受けているもの 

  カ その他正当な理由と町長が認めた 

場合 

42  サービス種
類相互間の
算定関係 

利用者が月を通じて特定施設入居者生活介
護（短期利用特定施設入居者生活介護費を算
定する場合を除く）又は小規模多機能型居宅
介護（短期利用居宅介護費を算定する場合を
除く）、認知症対応型共同生活介護（短期利
用認知症対応型共同生活介護費を算定する場
合を除く）、地域密着型特定施設入居者生活
介護（短期利用地域密着型特定施設入居者生
活介護費を算定する場合を除く）もしくは複
合型サービス（短期利用居宅介護費を算定す
る場合を除く）を受けている場合、当該月に
ついて居宅介護支援費を算定していません
か。 

 □ □ □  

43  入院時情報
連携加算 

利用者が病院又は診療所に入院するに当た
って、当該病院又は診療所の職員に対して、
当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該
利用者に係る必要な情報を提供した場合は、
別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分
に従い、利用者 1人につき 1月に 1回を限度
として次に掲げる(1)から(2)を加算していま
すか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定できません。 

(1) 入院時情報連携加算（Ⅰ） 

(2) 入院時情報連携加算（Ⅱ） 

 □ □ □  

 入院時情報
連携加算
(Ⅰ) 

利用者が病院又は診療所に入院した日（入
院の日以前に当該利用者に係る情報を提供し
た場合には当該情報を提供した日を含み、指
定居宅介護支援事業所における運営規程（指
定居宅介護支援等基準第 18条に規定する運営
規程をいう。以下この号において単に「運営
規程」という。）に定める営業時間終了後
に、又は運営規程に定める当該指定居宅介護
支援事業所の営業日以外の日に入院した場合
には当該入院した日の翌日を含む。）のうち
に、当該病院又は診療所の職員に対して当該
利用者に係る必要な情報を提供しています
か。 

 □ □ □  

  ※ 利用者が入院した日のうちに、医療機関
の職員に対して必要な情報を提供した場合
に所定単位数を算定します。なお、入院の
日以前に情報提供した場合及び指定居宅介
護支援事業所における運営規程に定める営
業時間終了後又は営業日以外の日に入院し
た場合であって、当該入院した日の翌日に
情報を提供した場合も、算定可能です。 

     



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
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 入院時情報
連携加算
(Ⅱ) 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌
日又は翌々日（(1)に規定する入院した日を除
き、運営規程に定める当該指定居宅介護支援
事業所の営業時間終了後に入院した場合であ
って、当該入院した日から起算して 3日目が
運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業
所の営業日以外の日に当たるときは、当該営
業日以外の日の翌日を含む。）に、当該病院
又は診療所の職員に対して当該利用者に係る
必要な情報を提供していますか。 

 □ □ □  

  ※ 利用者が入院した日の翌日又は翌々日
に、医療機関の職員に対して必要な情報を
提供した場合に所定単位数を算定します。
なお、運営規程に定める当該指定居宅介護
支援事業所の営業時間終了後に入院した場
合であって、当該入院した日から起算して
３日目が運営規程に定める当該指定居宅介
護支援事業所の営業日以外の日に当たると
きは、当該営業日以外の日の翌日に情報を
提供した場合も、算定可能です。 

     

  ～入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)～ 

※ 「必要な情報」とは、具体的には、当該
利用者の入院日、心身の状況（例えば、疾
患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の
有無など）、生活環境（例えば、家族構
成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護
者の状況など）及びサービスの利用状況を
いいます。当該加算については、利用者 1
人につき、1月に 1回を限度として算定す
ることとします。 

 

   

 

  ※ 情報提供を行った日時、場所（医療機関
へ出向いた場合）、内容、提供手段（面
談、ＦＡＸ等）等について居宅サービス計
画等に記録してください。なお、情報提供
の方法としては、居宅サービス計画等の活
用が考えられます。 

 

   

 

44  初回加算 新規に居宅サービス計画を作成する利用者
に対して、居宅介護支援を行った場合その他
の別の厚生労働大臣が定める基準に適合する
場合は、初回加算を算定していますか。 

 

□ □ □ 

 

  ※ 厚生労働大臣が定める基準 

次のいずれかに該当している場合 

① 新規に居宅サービス計画を作成する利
用者に対し居宅介護支援を行った場合 

② 要介護状態区分が 2区分以上変更され
た利用者に対し居宅介護支援を行った場
合 

 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
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  ※初回加算は、具体的には次のような場合に
算定されます。 

① 新規に居宅サービス計画を作成する場
合 

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に
居宅サービス計画を作成する場合 

③ 要介護状態区分が２区分以上変更され
た場合に居宅サービス計画を作成する場
合 

※ 運営基準減算に該当する場合は、当該加
算は、算定できません。 

 

   

 

45  退院・退所
加算 

病院もしくは診療所に入院していた者又は
地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護保
険施設に入所していた者が退院又は退所（地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又
は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利
用加算を算定する場合を除く。）し、その居
宅において居宅サービス又は地域密着型サー
ビスを利用する場合において、当該利用者の
退院又は退所に当たって、当該病院、診療
所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保
険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関
する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サ
ービス計画を作成し、居宅サービス又は地域
密着型サービスの利用に関する調整を行った
場合（同一の利用者について、当該居宅サー
ビス及び地域密着型サービスの利用開始月に
調整を行う場合に限る。）には、別に厚生労
働大臣が定める基準の区分に従い、入院又は
入所期間中につき 1回を限度として所定単位
数を算定していますか。 

(1) 退院・退所加算（Ⅰ）イ 

(2) 退院・退所加算（Ⅰ）ロ 

(3) 退院・退所加算（Ⅱ）イ 

(4) 退院・退所加算（Ⅱ）ロ 

(5) 退院・退所加算（Ⅲ） 

 

□ □ □  

 退院・退所
加算（Ⅰ）
イ 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施
設又は介護保険施設の職員から利用者に係る
必要な情報の提供をカンファレンス以外の方
法により 1 回受けていますか。 

 

□ □ □ 

 

 退院・退所
加算（Ⅰ）
ロ 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施
設又は介護保険施設の職員から利用者に係る
必要な情報の提供をカンファレンスにより 1
回受けていること。 

 

□ □ □ 

 

 退院・退所
加算（Ⅱ）
イ 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施
設又は介護保険施設の職員から利用者に係る
必要な情報の提供をカンファレンス以外の方
法により 2 回以上受けていますか。 

 

□ □ □ 

 

 退院・退所
加算（Ⅱ）
ロ 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施
設又は介護保険施設の職員から利用者に係る
必要な情報の提供を 2回受けており、うち 1
回以上はカンファレンスによるものですか。 

 

□ □ □ 

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

 

退院・退所
加算（Ⅲ） 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施
設又は介護保険施設の職員から利用者に係る
必要な情報の提供を 3回以上受けており、う
ち 1回以上はカンファレンスによるものです
か。 

 

□ □ □ 

  

 

 ※ 退院・退所加算については、以下の①か
ら③までの算定区分により、入院又は入所
期間中 1 回（医師等からの要請により退院
に向けた調整を行うための面談に参加し、
必要な情報を得た上で、居宅サービス計画
を作成し、居宅サービス又は地域密着型サ
ービスの利用に関する調整を行った場合を
含む）のみ算定することができます。ま
た、面談はテレビ電話装置等（リアルタイ
ムでの画像を介したコミュニケーションが
可能な機器をいう。）を活用して行うこと
ができるものとします。利用者又はその家
族が参加する場合にあっては、テレビ電話
装置等の活用について当該利用者又はその
家族の同意を得なければなりません。な
お、個人情報保護委員会・厚生労働省「医
療・介護関係事業者における個人情報の適
切な取り扱いのためのガイダンス」厚生労
働省「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」等を遵守してください。 

 

   

 

 

  ① 退院・退所加算(Ⅰ)イ・ロ 

   退院・退所加算(Ⅰ)イ及びロについて
は、病院等の職員からの情報収集を 1回
行っている場合に算定可能であり、うち
(Ⅰ)ロについてはその方法がカンファレ
ンスである場合に限ります。 

 

   

 

 

  ② 退院・退所加算(Ⅱ)イ・ロ 

   退院・退所加算(Ⅱ)イについては、病
院等の職員からの情報収集を 2回以上行
っている場合に算定が可能です。 

   退院・退所加算(Ⅱ)ロについては、病
院等の職員からの情報収集を 2回行って
いる場合であって、うち 1回以上がカン
ファレンスによる場合に算定が可能で
す。 

 

   

 

 

  ③ 退院・退所加算(Ⅲ) 

   退院・退所加算(Ⅲ)については、病院
等の職員からの情報収集を 3回以上行っ
ている場合であって、うち 1回以上がカ
ンファレンスによる場合に算定が可能で
す。 

 

   

 

 

 ※ その他の留意事項 

① 上記カンファレンスについては、以下の
とおりとします。 

 

   

 



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

 

 ア 病院又は診療所 

診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生
労働省告示第 59号）別表第１医科診療
報酬点数表の退院時共同指導料２の注３
の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸
与が見込まれる場合にあっては、必要に
応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービ
スを提供する作業療法士等が参加するも
の。 

 

   

 

  イ 地域密着型介護老人福祉施設 

指定地域密着型サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準（平成
18年３月 14日厚生労働省令第 34号。
以下このイにおいて「基準」という。）
第 134 条第６項及び第７項に基づき、
入所者への援助及び居宅介護支援事業者
への情報提供等を行うにあたり実施され
た場合の会議。ただし、基準第 131 条
第１項に掲げる地域密着型介護老人福祉
施設に置くべき従業者及び入所者又はそ
の家族が参加するものに限る。また、退
所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合
にあっては、必要に応じ、福祉用具専門
相談員や居宅サービスを提供する作業療
法士等が参加すること。 

 

   

 

  ウ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及
び運営に関する基準（平成 11 年３月
31 日厚生省令第 39号。以下このウに
おいて「基準」という。）第７条第６項
及び第７項に基づき、入所者への援助及
び居宅介護支援事業者に対する情報提供
等を行うにあたり実施された場合の会
議。ただし、基準第２条に掲げる介護老
人福祉施設に置くべき従業者及び入所者
又はその家族が参加するものに限る。ま
た、退所後に福祉用具の貸与が見込まれ
る場合にあっては、必要に応じ、福祉用
具専門相談員や居宅サービスを提供する
作業療法士等が参加すること。 

 

   

 

  エ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、施設及び設
備並びに運営に関する基準（平成 11年
３月 31日厚生省令第 40号。以下この
エにおいて「基準」という。）第８条第
６項に基づき、入所者への指導及び居宅
介護支援事業者に対する情報提供等を行
うにあたり実施された場合の会議。ただ
し、基準第２条に掲げる介護老人保健施
設に置くべき従業者及び入所者又はその
家族が参加するものに限る。また、退所
後に福祉用具の貸与が見込まれる場合に
あっては、必要に応じ、福祉用具専門相
談員や居宅サービスを提供する作業療法
士等が参加すること。 

 

   

 



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  オ 介護医療院 

介護医療院の人員、施設及び設備並び
に運営に関する基準（平成 30年 1 月 18
日厚生労働省令第５号。以下このオにお
いて「基準」という。）第 12条第 6項
に基づき、入所者への指導及び居宅介護
支援事業者に対する情報提供等を行うに
あたり実施された場合の会議。ただし、
基準第 4条に掲げる介護医療院に置くべ
き従業者及び入所者又はその家族が参加
するものに限る。また、退所後に福祉用
具の貸与が見込まれる場合にあっては、
必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅
サービスを提供する作業療法士等が参加
すること。 

 

   

 

 

 ② 同一日に必要な情報の提供を複数回受け
た場合又はカンファレンスに参加した場合
でも、1 回として算定します。 

 

   

 

 

 ③ 原則として、退院・退所前に利用者に関
する必要な情報を得ることが望ましいです
が、退院後 7日以内に情報を得た場合には
算定することとします。 

 

   

 

 

 ④ カンファレンスに参加した場合は、カン
ファレンスの日時、開催場所、出席者、内
容の要点等について居宅サービス計画等に
記録し、利用者又は家族に提供した文書の
写しを添付してください。 

 

   

 

46  通院時情報
連携加算 

利用者が病院又は診療所において医師又は
歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門
員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当
該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利
用者に係る必要な情報の提供を行うととも
に、医師又は歯科医師等から当該利用者の必
要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス
計画に記録した場合は、利用者 1人につき 1
月に 1回を限度として所定単位数を算定して
いますか。 

 □ □ □  

  ※ 当該加算は、利用者が医師又は歯科医師
の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科
医師等に利用者の心身の状況や生活環境等
の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医
師等から利用者に関する必要な情報提供を
受けた上で、居宅サービス計画等に記録し
た場合に、算定を行うものです。なお、同
席にあたっては、利用者の同意を得た上
で、医師又は歯科医師等と連携を行ってく
ださい。 

 

   

 

47  緊急時等居
宅カンファ
レンス加算 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又
は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の
居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要
に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス
又は地域密着型サービスの利用に関する調整
を行った場合、利用者１人につき１月に 2回
を限度として所定単位数を算定しています
か。 

 □ □ □  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 当該加算を算定する場合は、カンファレ
ンスの実施日（指導した日が異なる場合は
指導日もあわせて）、カンファレンスに参
加した医療関係職種等の氏名及びそのカン
ファレンスの要点を居宅サービス計画等に
記載してください。 

     

  ※ 当該カンファレンスは、利用者の病状が
急変した場合や、医療機関における診療方
針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実
施されるものであることから、利用者の状
態像等が大きく変化していることが十分想
定されるため、必要に応じて、速やかに居
宅サービス計画を変更し、居宅サービス及
び地域密着型サービスの調整を行うなど適
切に対応してください。 

     

48  特定事業所
加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして町長に届け出た居宅介護支援
事業所は、1月につき下記に掲げる所定単位
数を加算していますか。ただし、次に掲げる
(1)から(4)までのいずれかの加算を算定して
いる場合においては、(1)から(4)までのその
他の加算は算定できません。 

(1) 特定事業所加算（Ⅰ） 

(2) 特定事業所加算（Ⅱ） 

(3) 特定事業所加算（Ⅲ） 

(4) 特定事業所加算（A） 

 □ □ □  

 特定事業所
加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。 

     

 

 ① 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を２
名以上配置していますか。ただし、利用者
に対する指定居宅介護支援の提供に支障が
ない場合は、当該指定居宅介護支援事業所
の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内に
ある他の事業所の職務と兼務しても差し支
えありません。 

 □ □ □  

 

 ② 常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以
上配置していますか。ただし、利用者に対
する指定居宅介護支援の提供に支障がない
場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他
の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある
指定介護予防支援事業所（指定居宅介護支
援事業者である指定介護予防支援事業者の
当該指定に係る事業所に限る。以下同
じ。）の職務と兼務しても差し支えありま
せん。 

 □ □ □  

 

 ③ 利用者に関する情報又はサービス提供に
当たっての留意事項に係る伝達等を目的と
した会議を定期的に開催していますか。 

 □ □ □  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

 

 ※「利用者に関する情報又はサービス提供に
当たっての留意事項に係る伝達等を目的と
した会議」は、次の要件を満たすものでな
ければなりません。 

ア 議題については、少なくとも次のよう
な議事を含めること。 

(a) 現に抱える処遇困難ケースについて
の具体的な処遇方針 

(b) 過去に取り扱ったケースについての
問題点及びその改善方策 

(c) 地域における事業者や活用できる社
会資源の状況 

(d) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

(e) ケアマネジメントに関する技術 

(f) 利用者からの苦情があった場合は、
その内容及び改善方針 

(g) その他必要な事項 

     

 
 イ 議事については、記録を作成し、２年

間保存しなければならないこと。 
     

 
 ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上

であること。 
     

 

 会議は、テレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとする。この際、個人
情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護
関係事業者における個人情報の適切な取扱
いのためのガイダンス」、厚生労働省「医
療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」等を遵守すること。 

     

 

 ④ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に
応じて利用者等の相談に対応する体制があ
りますか。 

 □ □ □  

 

 ※ 24時間連絡可能な体制とは、常時、担当
者が携帯電話等により連絡を取ることがで
き、必要に応じて相談に応じることが可能
な体制をとる必要があることをいうもので
あり、当該事業所の介護支援専門員が輪番
制による対応等も可能であること。 

     

 

 ※ 特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所に
ついては、携帯電話等の転送による対応等
も可能であるが、連携先事業所の利用者に
関する情報を共有することから、指定居宅
介護支援等基準第 23条の規定の遵守ととも
に、利用者又はその家族に対し、当該加算
算定事業所である旨及びその内容が理解で
きるよう説明を行い、同意を得ること。 

     

 

 ⑤ 算定日が属する月の利用者の総数のう
ち、要介護３、要介護４又は要介護５であ
る者の割合が４割以上ですか。 

 □ □ □  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

 

 ※ 要介護３、要介護４又は要介護５の者の
割合が 40％以上であることについて、毎月
その割合を記録しておかなければなりませ
ん。 
 なお、特定事業所加算を算定する事業所
については、積極的に支援困難ケースに取
り組むべきこととされているものであり、
こうした割合を満たすのみでなく、それ以
外のケースについても常に積極的に支援困
難ケースを受け入れるべきものでなければ
なりません。 

また、⑦の要件のうち、「地域包括支援
センターから支援が困難な事例を紹介され
た場合」に該当するケースについては、例
外的に⑤の 40％要件の枠外として取り扱う
ことが可能です。（すなわち、当該ケース
については、要介護 3、要介護 4又は要介
護 5の者の割合の計算の対象外として取り
扱うことが可能です。） 

     

 

 ⑥ 当該居宅介護支援事業所における介護支
援専門員に対し、計画的に研修を実施して
いますか。 

 □ □ □  

 

 ※ 「計画的に研修を実施していること」に
ついては、当該事業所における介護支援専
門員の資質向上のための研修体系と当該研
修実施のための勤務体制の確保を定めると
ともに、介護支援専門員について個別具体
的な研修の目標、内容、研修期間、実施時
期等について、毎年度少なくとも次年度が
始まるまでに次年度の計画を定めなければ
なりません。 

     

 

 また、管理者は、研修目標の達成状況に
ついて、適宜、確認し、必要に応じて改善
措置を講じなければなりません。なお、年
度の途中で加算取得の届出をする場合にあ
っては、当該届出を行うまでに当該計画を
策定することになります。 

     

 

 ※ 特定事業所加算(A)を算定する事業所につ
いては連携先事業所との共同開催による研
修実施も可能です。 

     

 

 ⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な
事例を紹介された場合においても、当該支
援が困難な事例に係る者に居宅介護支援を
提供していますか。 

 □ □ □  

 

 ※ 特定事業所加算算定事業所については、
自ら積極的に支援困難ケースを受け入れる
ものでなければならず、また、そのため、
常に地域包括支援センターとの連携を図ら
なければなりません。 

     



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

 

 ⑧ 家族に対する介護等を日常的に行ってい
る児童や、障害者、生活困窮者、難病患者
等、高齢者以外の対象者への支援に関する
知識等に関する事例検討会、研修等に参加
しますか。 

 □ □ □  

 

 ※ 多様化・複雑化する課題に対応するため
に、家族に対する介護等を日常的に行って
いる児童、障害者、生活困窮者、難病患者
等、介護保険以外の制度や当該制度の対象
者への支援に関する事例検討会、研修等に
参加していなければなりません。なお、
「家族に対する介護等を日常的に行ってい
る児童」とは、いわゆるヤングケアラーの
ことを指します。 

     

 

 また、対象となる事例検討会、研修等に
ついては、上記に例示するもののほか、仕
事と介護の両立支援制度や生活保護制度等
も考えられますが、利用者に対するケアマ
ネジメントを行う上で必要な知識・技術を
修得するためのものであれば差し支えあり
ません。 

     

 
 ⑨ 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減

算の適用を受けていませんか。 
 □ □ □  

 

 ※ 特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減
算の適用になっていないのみならず、特定
事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者から
の独立性を確保した事業所である必要があ
ります。 

     

 

 ⑩ 居宅介護支援の提供を受ける利用者数が
当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員
1人当たり 45人未満ですか。ただし、居宅
介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は 50 名
未満であること。 

 □ □ □  

 

 ※ 取り扱う利用者数については、原則とし
て事業所単位で平均して介護支援専門員 1
名当たり 45名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）
を算定している場合は 50名未満）であれば
差し支えありませんが、ただし、不当に特
定の者に偏るなど、適切なケアマネジメン
トに支障がでることがないよう配慮しなけ
ればなりません。 

     

 

 ⑪ 法第 69 条の 2第 1項に規定する介護支
援専門員実務研修における科目「ケアマネ
ジメントの基礎技術に関する実習」等に協
力又は協力体制を確保していますか。 

 □ □ □  



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

 

 ※ 協力及び協力体制とは、現に研修におけ
る実習等の受入が行われていることに限ら
ず、受入が可能な体制が整っていることを
いいます。そのため、当該指定居宅介護支
援事業所は、研修の実施主体との間で実習
等の受入を行うことに同意していること
を、書面等によって提示できるようにして
ください。 

     

 

 ※ 特定事業所加算(A)を算定する事業所につ
いては、連携先事業所との共同による協力
及び協力体制も可能です。 

     

 

 ⑫ 他の法人が運営する居宅介護支援事業者
と共同で事例検討会、研修会等を実施して
いますか。 

 □ □ □  

 

 ※ 特定事業所加算算定事業所は、質の高い
ケアマネジメントを実施する事業所とし
て、地域における居宅介護支援事業所のケ
アマネジメントの質の向上を牽引する立場
にあることから、同一法人内に留まらず、
他の法人が運営する事業所の職員も参画し
た事例検討会等の取組を、自ら率先して実
施していかなければなりません。なお、事
例検討会等の内容、実施時期、共同で実施
する他事業所等について、毎年度少なくと
も次年度が始まるまでに次年度の計画を定
めなければなりません。なお、年度の途中
で加算取得の届出をする場合にあっては、
当該届出を行うまでに当該計画を策定して
ください。 

     

 

 ※ 特定事業所加算(A)を算定する事業所につ
いては、連携先事業所との協力による研修
会も可能です。 

     

 

 ⑬ 必要に応じて、多様な主体により提供さ
れる利用者の日常生活全般を支援するサー
ビス（介護給付等対象サービス以外の保健
医療サービス又は福祉サービス、当該地域
の住民による自発的な活動によるサービス
等をいう。）が包括的に提供されるような
居宅サービス計画を作成していますか。 

 □ □ □  

 

 ※ 多様な主体により提供される利用者の日
常生活全般を支援するサービスとは、介護
給付等対象サービス以外の保健医療サービ
ス又は福祉サービス、当該地域の住民によ
る自発的な活動によるサービス等のことを
いいます。 

     

 特定事業所
加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。 

     

  ① 特定事業所加算（Ⅰ）の②、③、④及び
⑥から⑬までの基準に適合していますか。 

② 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配
置していますか。 

 □ □ □  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び
介護支援専門員については、当該指定居宅
介護支援事業所の業務に支障がない場合
は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職
務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の
事業所の職務（介護支援専門員（主任介護
支援専門員を除く。）の場合にあっては、
指定介護予防支援事業所の職務に限る。）
を兼務しても差し支えありません。 

     

  「当該指定居宅介護支援事業所の他の職
務」とは、地域包括支援センターの設置者
である指定介護予防支援事業者からの委託
を受けて指定介護予防支援を提供する場合
や、知己包括支援センターの設置者からの
委託を受けて総合相談支援事業を行う場合
が考えられます。 

     

 特定事業所
加算（Ⅲ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。 

     

  ① 特定事業所加算（Ⅰ）の③、④及び⑥か
ら⑬までの基準に適合していますか。 

② 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配
置していますか。 

③ 常勤かつ専従の介護支援専門員を 2名以
上配置していますか。 

 □ □ □  

  ※ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び
介護支援専門員については、当該指定居宅
介護支援事業所の業務に支障がない場合
は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職
務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の
事業所の職務（介護支援専門員（主任介護
支援専門員を除く。）の場合にあっては、
指定介護予防支援事業所の職務に限る。）
を兼務をしても差し支えありません。 

     

  ※ 以下の表のとおり、特定事業所加算
（Ⅰ）から（Ⅲ）を算定するには、常勤か
つ専従の介護支援専門員とは別に、主任介
護支援専門員を置く必要があります。 

特定事業所加算 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

常
勤
専
従 

主任介護専門員 2名 1名 1名 

介護専門員 3名 3名 2名 

合計 5名 4名 3名 
 

     

 特定事業所
加算(A) 

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。 

     



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ① 特定事業所加算（Ⅰ）の③、④及び⑥か
ら⑬までの基準に適合していますか。ただ
し、④、⑥、⑪及び⑫の基準は他の同一の
居宅介護支援事業所との連携により満たす
こととしても差し支えありません。 

② 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配
置していますか。 

③ 常勤かつ専従の介護支援専門員を 1名以
上配置していますか。 

④ 専従の介護支援専門員を常勤換算方法
（当該指定居宅介護支援事業所の従業者の
延べ勤務時間数を当該指定居宅介護支援事
業所において常勤の従業者が勤務すべき時
間数で除することにより、当該指定居宅介
護支援事業所の従業者の員数に換算する方
法をいう。）で 1以上配置していますか。
ただし、当該介護支援専門員は他の居宅介
護支援事業所（①で連携している他の居宅
介護支援事業所がある場合は、当該連携先
の指定居宅介護支援事業所に限る。）の職
務と兼務をしても差し支えないものとしま
す。 

 □ □ □  

 

 ※ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び
介護支援専門員並びに常勤換算方法で 1の
介護支援専門員については、当該指定居宅
介護支援事業所の業務に支障がない場合
は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職
務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の
事業所の職務（介護支援専門員（主任介護
支援専門員を除く。）の場合にあっては、
指定介護予防支援事業所の職務に限る。）
を兼務しても差し支えありません。 

     

 

 ※ 常勤かつ専従の介護支援専門員１名並び
に常勤換算方法で１の介護支援専門員とは
別に、主任介護支援専門員を置く必要があ
ります。したがって、当該加算を算定する
事業所においては、少なくとも主任介護支
援専門員及び介護支援専門員１名の合計２
名を常勤かつ専従で配置するとともに、介
護支援専門員を常勤換算方法で１の合計３
名を配置する必要があります。 

     

 

 ※ 当該常勤換算方法で１の介護支援専門員
は他の居宅介護支援事業所（連携先事業所
に限る。）の職務と兼務しても差し支えあ
りませんが、当該兼務に係る他の業務との
兼務については、介護保険施設に置かれた
常勤専従の介護支援専門員との兼務を除
き、差し支えないものであり、当該他の業
務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業
務を指すものではありません。 

     

49  特定事業所
医療介護連
携加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして町長に届け出た居宅介護支援
事業所は、加算を算定していますか。 

 □ □ □  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ※ 厚生労働大臣が定める基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。 

     

  ① 前々年度の 3月から前年度の 2月までの
間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、
(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、
診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は
介護保険施設との連携の回数（第 85号の 2
イからホまでに規定する情報の提供を受け
た回数をいう。）の合計が 35回以上です
か。 

 □ □ □  

  ※ 当該加算の対象となる事業所において
は、日頃から医療機関等との連携に関する
取組をより積極的に行う事業所であること
が必要です。 

     

  ※ 退院・退所加算の算定実績にかかる要件
については、退院・退所加算の算定回数で
はなく、その算定にかかる病院等との連携
回数が、特定事業所医療介護連携加算を算
定する年度の前々年度の 3月から前年度の
2月までの間において 35回以上の場合に要
件を満たすこととなります。 

     

  ② 前々年度の 3月から前年度の 2月までの
間においてターミナルケアマネジメント加
算を 15回以上算定していますか。 

 □ □ □  

  ※ ターミナルケアマネジメント加算の算定
実績にかかる要件については、特定事業所
医療介護連携加算を算定する年度の前々年
度の 3月から前年度の 2月までの間におい
て、15回以上の場合に要件を満たすことと
なります。なお、経過措置として、令和 7
年 3月 31 日までの間は、従前のとおり算
定回数が５回以上の場合に要件を満たすこ
ととし、同年 4月 1日から令和 8年 3 月
31日までの間は、令和 6年 3月におけるタ
ーミナルケアマネジメント加算の算定回数
に 3を乗じた数に令和 6年 4月から令和 7
年 2月までの間におけるターミナルケアマ
ネジメント加算の算定回数を加えた数が 15
回以上である場合に要件を満たすこととす
るため、留意してください。 

     

  ③ 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定
していますか。 

 □ □ □  

  ※ 特定事業所医療介護連携加算は、質の高
いケアマネジメントを提供する体制のある
事業所が医療・介護連携に総合的に取り組
んでいる場合に評価を行うものであるか
ら、他の要件を満たす場合であっても特定
事業所(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定
していない月は、特定事業所医療介護連携
加算は算定できません。 

     



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

50  ターミナル
ケアマネジ
メント加算 

在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生
労働大臣が定める基準に適合しているものと
して町長に届け出た指定居宅介護支援事業所
が、終末期の医療やケアの方針に関する当該
利用者又はその家族の意向を把握した上で、
その死亡日及び死亡日前 14日以内に 2日以
上、当該利用者又はその家族の同意を得て、
当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心
身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サ
ービス計画に位置付けた居宅サービス事業者
に提供した場合は、1月につき所定単位数を
加算していますか。 

 □ □ □  

 

 ※ 厚生労働大臣が定める基準 

ターミナルケアマネジメントを受けること
に同意した利用者について、24時間連絡でき
る体制を確保しており、かつ、必要に応じて
指定居宅介護支援を行うことができる体制を
整備していること。 

     

 

 ① ターミナルケアマネジメント加算につい
ては、在宅で死亡した利用者の死亡月に加
算することとしますが、利用者の居宅を最
後に訪問した日の属する月と、利用者の死
亡月が異なる場合には、死亡月に算定する
こととします。 

     

 

 ② 1人の利用者に対し、1か所の指定居宅介
護支援事業所に限り算定できます。なお、
算定要件を満たす事業所が複数ある場合に
は、当該利用者が死亡日又はそれに最も近
い日に利用した指定居宅サービスを位置づ
けた居宅サービス計画を作成した事業所が
ターミナルケアマネジメント加算を算定す
ることとします。 

     

 

 ③ ターミナルケアマネジメントを受けるこ
とについて利用者又はその家族が同意した
時点以降は、次に掲げる事項を支援経過と
して居宅サービス計画等に記録しなければ
なりません。 

 ア 終末期の利用者の心身又は家族の状況
の変化や環境の変化及びこれらに対して
居宅介護支援事業者が行った支援につい
ての記録 

 イ 利用者への支援にあたり、主治の医師
及び居宅サービス計画に位置付けた指定
居宅サービス事業者等と行った連絡調整
に関する記録 

 ウ 当該利用者が、医師が一般に認められ
ている医学的知見に基づき、回復の見込
みがないと診断した者に該当することを
確認した日及びその方法 

     



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ④ ターミナルケアマネジメントを受けてい
る利用者が、死亡診断を目的として医療機
関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認さ
れる場合等については、ターミナルケアマ
ネジメント加算を算定することができるも
のとします。 

     

  ⑤ ターミナルケアマネジメントにあたって
は、終末期における医療・ケアの方針に関
する利用者又は家族の意向を把握する必要
があります。また、その際には、厚生労働
省「人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイドライン」等を
参考にしつつ、本人の意思を尊重した医
療・ケアの方針が実施できるよう、多職種
が連携し、本人及びその家族と必要な情報
の共有等に努めてください。 

     

Ⅵ その他 

51  法令遵守等
の業務管理
体制の整備 

① 要介護者の人格を尊重するとともに、介
護保険法又は介護保険法に基づく命令を遵
守し、要介護者のために忠実にその職務を
遂行しなければなりません。この義務が確
保されるよう、次の基準に従い業務管理体
制を整備していますか。 

法第 115条の 32 
第 1 項 
第 2 項 

施行規則 
第 140条の 39 

施行規則 
第 140条の 40 

□ □ □  

  (ア) 事業所・施設の数が 20未満の場合 

・ 法令遵守責任者の選任をすること。 

(イ) 事業所・施設の数が 20以上 100未満
の場合 

・ 法令遵守責任者の選任をすること。 

・ 業務が法令に適合することを確保す
るための規定を整備すること。 

(ウ) 事業所・施設の数が 100以上の場合 

・ 法令遵守責任者の選任をすること。 

・ 業務が法令に適合することを確保す
るための規定を整備すること。 

・ 業務執行状況の監査を定期的に行う
こと。 

     



点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

  ア 届出先 

(ア) 毛呂山町内のみにすべての指定事業所
などが所在する事業者 
 ☞毛呂山長 

(イ) 埼玉県のみにすべての指定事業所等が
所在する事業者で(ア)以外の事業者 
 ☞埼玉県知事 

(ウ) 事業所等が２以上の都道府県の区域に
所在する事業者 

ⅰ 事業所等が３以上の地方厚生局管轄
区域に所在する事業者 
 ☞厚生労働大臣 

ⅱ 事業所等が２以下の地方厚生局管轄
区域に所在する事業者 
 ☞主たる事務所の所在する都道府県
知事 

 

   

 

  

イ 届出事項 

(ア) 事業者の名称 

(イ) 主たる事務所の所在地 

(ウ) 代表者の氏名・生年月日・住所・職名 

(エ) 法令遵守責任者の氏名・生年月日 

(オ) 業務が法令に適合することを確保する
ための規定の概要（※事業所・施設の数
が 20 以上の場合） 

(カ) 業務執行の状況の監査の方法の概要
（※事業所・施設の数が 100以上の場
合） 

     

  ② 業務管理体制（法令等遵守）についての
考え（方針）を定め、職員に周知していま
すか。 

 

 

□ □ □  

  ③ 業務管理体制（法令等遵守）について、
具体的な取組を行っていますか。 

 

 

□ □ □  

  ※ 行っている具体的な取組（例）のアか
らオを○で囲むとともに、オについて
は、その内容を記入ください。 

ア 介護報酬の請求等のチェックを実施 

イ 内部通報、事故報告に対応している 

ウ 業務管理体制（法令等遵守）につい
ての研修を実施している 

エ 法令遵守規程を整備している 

オ その他
（             ） 

     

  ④ 業務管理体制（法令等遵守）の取組につ
いて、評価・改善活動を行っていますか。 

 □ □ □  



 

 

点検項目 確認事項 根拠条文 

点検結果 
「不適」の場
合の事由及び
改善方法 
（別紙可） 

適 

不
適 

非
該
当 

52  介護サービ
ス情報の報
告及び公表 

指定情報公表センターへ年 1回、基本情報
と運営情報を報告するとともに、見直しを行
っていますか。 

法 
第 115条の 35 
第 1 項 

施行規則 
第 140条の 44 

□ □ □   

 
 
「根拠法令」の欄は、次を参照してください。 

・「法」 介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

・「施行令」 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号） 

・「施行規則」 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号） 

・「平 11老企２２」 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 
（平成１１年７月２９日老企第２２号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

・「平 11老企２９」 介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について 
（平成１１年１１月１２日老企第２９号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

・「条例」 毛呂山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 
（平成３０年３月２２日条例第 17号） 

・「高齢者虐待防止法」 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17年法律
第 124 号） 

 


